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───────────────────────────────────────────

平成28年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ９ 月 会 議 会 議 録（第１日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

平成28年９月２日 午前10時00分開議

日程第１ 会議録署名議員の指名
８番 市山 和幸

９番 田原 輝男

日程第２ 審議期間の決定 20日間 決定

日程第３ 諸般の報告 議長 報告

日程第４ 行政報告 市長 説明

日程第５ 報告第９号
平成２７年度公益財団法人壱岐栽培漁業振

興公社に係る経営状況の報告について
農林水産部長 説明

日程第６ 報告第10号
平成２７年度壱岐空港ターミナルビル株式

会社に係る経営状況の報告について
総務部長 説明

日程第７ 報告第11号
平成２７年度株式会社壱岐カントリー倶楽

部に係る経営状況の報告について
企画振興部長 説明

日程第８ 報告第12号
平成２７年度一般財団法人壱岐市開発公社

に係る経営状況の報告について
企画振興部長 説明

日程第９ 報告第13号
平成２７年度壱岐市財政健全化判断比率及

び資金不足比率の報告について
財政課長 説明

日程第10 議案第59号
壱岐市防災行政無線施設条例の廃止につい

て
総務部長 説明

日程第11 議案第60号
あらたに生じた土地の確認及び字の区域の

変更について
農林水産部長 説明

日程第12 議案第61号
平成２８年度壱岐市一般会計補正予算（第

４号）
財政課長 説明

日程第13 議案第62号
平成２８年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）
保健環境部長 説明

日程第14 議案第63号
平成２８年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）
保健環境部長 説明

日程第15 議案第64号
平成２８年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）
建設部長 説明

日程第16 議案第65号
平成２８年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第１号）
建設部長 説明

日程第17 議案第66号
平成２８年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第１号）
農林水産部長 説明

日程第18 認定第１号
平成２７年度壱岐市一般会計歳入歳出決算

認定について
財政課長 説明
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日程第19 認定第２号
平成２７年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第20 認定第３号
平成２７年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第21 認定第４号
平成２７年度壱岐市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第22 認定第５号
平成２７年度壱岐市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について
建設部長 説明

日程第23 認定第６号
平成２７年度壱岐市下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について
建設部長 説明

日程第24 認定第７号
平成２７年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計歳入歳出決算認定について
市民部長 説明

日程第25 認定第８号
平成２７年度壱岐市三島航路事業特別会計

歳入歳出決算認定について
総務部長 説明

日程第26 認定第９号
平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計

歳入歳出決算認定について
農林水産部長 説明

日程第27 認定第10号
平成２７年度壱岐市水道事業会計決算認定

について
建設部長 説明

日程第28 議案第67号
壱岐市教育委員会教育長の給与の特例に関

する条例の制定について

市長 説明・質疑・討論

採決

日程第29 要望第１号
壱岐・唐津３０Kmの海底送電線の早期着工

の要望
資料のとおり

日程第30 要望第２号
男岳神社駐車場トイレの新設についての要

望
資料のとおり

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第１号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（15名）

１番 赤木 貴尚君 ２番 土谷 勇二君

３番 呼子 好君 ４番 音嶋 正吾君

６番 町田 正一君 ７番 今西 菊乃君

８番 市山 和幸君 ９番 田原 輝男君

10番 豊坂 敏文君 11番 中田 恭一君

12番 久間 進君 13番 市山 繁君

14番 牧永 護君 15番 深見 義輝君

16番 鵜瀬 和博君

──────────────────────────────
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欠席議員（１名）

５番 小金丸益明君

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 土谷 勝君 事務局次長 吉井 弘二君

事務局係長 若宮 廣祐君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君 副市長 ………………… 中原 康壽君

教育長 ………………… 久保田良和君 総務部長 ……………… 眞鍋 陽晃君

企画振興部長 ………… 左野 健治君 市民部長 ……………… 堀江 敬治君

保健環境部長 ………… 髙下 正和君 建設部長 ……………… 原田憲一郎君

農林水産部長 ………… 井戸川由明君 教育次長 ……………… 山口 信幸君

消防本部消防長 ……… 安永 雅博君 総務課長 ……………… 久間 博喜君

財政課長 ……………… 中上 良二君 会計管理者 …………… 平田恵利子君

監査委員 ……………… 吉田 泰夫君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（鵜瀬 和博君） 皆さん、おはようございます。

会議に入る前にあらかじめ御報告いたします。壱岐新聞社ほか２名の方から報道取材のため撮

影機材等の使用の申し出があり、許可をいたしておりますので、御了承願います。

今期定例会におきましても、夏の省エネ対策の一環としてクールビズを実施いたします。議場

での服装につきましては、上着・ネクタイの着用は各位の判断に任せることとしておりますので、

よろしくお願いします。

小金丸益明議員から欠席の届け出があっております。

ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。

ただいまから平成２８年壱岐市議会定例会９月議会を開きます。

これより本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名
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○議長（鵜瀬 和博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

９月会議の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、８番、市山和幸議員、９番、

田原輝男議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．審議期間の決定

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第２、審議期間の決定を議題とします。

９月会議の審議期間につきましては、去る８月３１日に議会運営委員会が開催され、協議をさ

れておりますので、議会運営副委員長に対し協議結果の報告を求めます。町田議会運営副委員長。

〔議会運営副委員長（町田 正一君） 登壇〕

○議会運営副委員長（町田 正一君） 議会運営委員会の報告をいたします。

平成２８年壱岐市議会定例会９月会議の議事運営について協議のため、去る８月３１日に議会

運営委員会を開催いたしましたので、その結果について報告いたします。

審議期間の日程案につきましては、各議員のお手元に配付しておりますが、本日から９月

２１日までの２０日間と申し合わせをいたしました。

本定例会９月会議に提案されます案件は、報告５件、条例の制定１件、条例の廃止１件、平成

２８年度補正予算関係６件、決算の認定１０件、その他１件、諮問２件の合計２６件となってお

ります。また、要望２件を受理しておりますが、お手元に配付のとおりであります。

本日は、審議期間の決定、議長の報告、市長の行政報告の説明を受け、その後、本日送付され

た議案の上程、説明を行います。

９月５日、６日は休会としておりますが、議案に対する質疑並びに予算、決算に関する発言の

通告をされる方は、９月５日月曜日の正午までに通告書の提出をお願いします。

９月７日は、議案に対する質疑を行い、質疑終了後、所管の委員会へ審査付託を行いますが、

質疑をされる場合は、できる限り事前通告をされるようにお願いいたします。

なお、上程議案のうち、議案第６１号平成２８年度一般会計補正予算（第４号）及び認定第

１号平成２７年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定については、特別委員会を設置して審査すべ

きということを確認いたしましたので、よろしくお願いいたします。

また、予算及び決算について質疑される場合においても、特別委員長宛てに質疑の通告を提出

されるようあわせてお願いいたします。

９月８日、９日の２日間で、一般質問を行います。

９月１３日に各常任委員会を開催し、９月１４日は予算特別委員会、９月１５日、１６日は決

算特別委員会を開催いたします。

９月２０日は、議事整理日として休会し、９月２１日に本会議を開催し、各委員長の報告を受
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けた後、議案等の審議、採決を行い、全日程を終了したいと思います。

なお、議案第６７号壱岐市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の制定については、委

員会付託を省略し、全員審査を行い、質疑終了後に討論、採決を本日お願いいたします。

また、本定例会の審議期間中に、人事案件２件が追加議案として提出される予定でありますが、

委員会付託を省略し、全員審査を予定しております。

以上が、平成２８年壱岐市議会定例会９月会議の審議期間、日提案であります。

円滑な運営にご協力を賜りますようお願い申し上げ、報告といたします。

〔議会運営副委員長（町田 正一君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） お諮りします。９月会議の審議期間は、議会運営副委員長の報告のとお

り、本日から９月２１日までの２０日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） 異議なしと認めます。よって、９月会議の審議期間は、本日から９月

２１日までの２０日間と決定いたしました。

────────────・────・────────────

日程第３．諸般の報告

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第３、諸般の報告を行います。

諸般の報告を申し上げます。

平成２８年壱岐市議会定例会９月会議に提出され、受理した議案等は２４件、請願・陳情等

２件であります。

次に、監査委員より、例月出納検査の報告書が提出されており、その写しをお手元に配付して

おりますので、御高覧をお願いします。

次に、系統議長会であります。

去る８月３日、対馬市におきまして開催された長崎県離島振興市町村議会議長会臨時総会、平

成２８年第１回に出席をいたしました。

会議では、平成２８年２月から７月までの会務報告、平成２７年度の決算報告が行われ、原案

のとおり承認されたところであります。

次に、８月１８日、平戸市におきまして開催された平成２８年度長崎県市議会議長会臨時総会

に出席をいたしました。

会議では、平成２８年度前期の事務報告が行われ、各市から提出の２１議案及び九州市議会議

長会、長崎県１３市共同提出の２議案について審議がなされ、それぞれ可決、決定がなされたと

ころであります。

壱岐市議会からは、「クロマグロの産卵期における漁獲制限について」と「離島航路における
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海上高速交通体系の維持について」の２議案を提出しております。

翌１９日には、長崎県市議会議長会議員研修会が開催され、山梨学院大学教授の江藤俊昭先生

をお招きし、「住民自治のための議会改革～その条件とは？」と題した講演が行われました。

以上のとおり系統議長会に関する報告を終わりますが、詳しい資料につきましては、事務局に

保管をいたしておりますので、必要な方は御高覧をお願いします。

次に、８月９日、長崎市におきまして開催された長崎県離島三市二町及び佐世保市・西海市議

会国境離島特別委員会連絡協議会に今西委員長と私が出席をいたしました。

会議では、連絡協議会規約の決定、国境離島新法に関する要望書の決定がなされたところです。

次に、８月１６日、長崎市において開催された長崎県後期高齢者医療広域連合議会定例会に土

谷議員が出席をされております。

次に、８月２５日から２６日にかけて、長崎市で開催された第１５回全国病院事業管理者・事

務責任者会議に市山繁議員、市山和幸議員が出席をされました。

それぞれの会議の詳しい資料につきましても、事務局に保管をしておりますので、必要な方は

御高覧をお願いします。

次に、８月２６日開催いたしました壱岐市子ども議会につきましては、市内中学生の代表

１６名の議員に対して任命書を交付し、「私たちのまちを良くするために」をテーマとし、壱岐

市が今後取り組まなければならないさまざまな課題について質問、提言を行うなど、壱岐の将来

を見据え考えたすばらしい子ども議会であったと思います。

今後においても、学校を初め、関係機関の御理解と御協力をいただきながら、次回開催に向け

て努力していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

今定例会９月会議において、議案等説明のため、白川市長を初め、教育委員会教育長、代表監

査委員に説明員として出席を要請をしておりますので、御了承を願います。

以上で、私からの報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．行政報告

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第４、行政報告を行います。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。行政報告を申し上げます。

本日ここに、平成２８年壱岐市議会定例会９月会議に当たり、前会議から本日までの市政の重

要事項及び、今回補正予算に計上した主な内容等について御報告申し上げ、議員皆様の御理解と

御協力を賜りたいと存じます。

まず、国境離島新法に係る取り組みについてでございますが、これまで、国への施策提案に向
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けて、市民皆様からのアイデア募集を官民一体となって進めてまいりました。今後は、国の基本

方針や県による計画策定に向けて、集められたアイデアを具現化するため、去る８月３１日に壱

岐市国境離島新法協議会を設立いたしました。本協議会は、民間と市議会と市が一体となり、壱

岐地域社会を維持するための具体的施策についての協議や、国・県への要望活動などを行ってい

くことといたしております。

次に、小中学生の全国大会等での活躍についてでございますが、８月２０日に神奈川県の日産

スタジアムで開催された「第３２回全国小学生陸上競技交流大会」に長崎県代表として出場した

渡良小学校の竹下紘夢君が、５年男子の１００メートルの部において、１３秒４９の好記録で

４位入賞を果たしております。また、同大会の共通女子走り幅跳びの部に出場した盈科小学校

６年生の長岡幸奈さんが、４メートル２９センチの記録で１７位という好成績を残しました。

また、８月１０日から１２日に東京体育館等で開催された「ファミリーマートカップ第３６回

全国日本バレーボール小学生大会」男女混合の部に出場した三島小学校ジュニアバレーボールク

ラブは、２次予選で惜しくも敗退いたしましたが、１次予選を２戦２勝とするなど、全国の強豪

相手に一歩も譲らない活躍を見せてくれました。

さらに、７月２日、３日に大村市で開催された「長崎県スポーツ少年団軟式野球交流大会」で

準優勝して、九州大会への出場権を獲得した勝本少年野球クラブが、８月１２、１３日に鹿児島

市で開催された「第３６回九州ブロックスポーツ少年団軟式野球交流大会」においてすばらしい

活躍を見せ、決勝戦で熊本県のチームに敗れはしましたが、見事、準優勝に輝いております。

壱岐の将来を担う子供たちの健やかな成長は、私の心からの願いであり、今回の全国大会、九

州大会でのすばらしい活躍を大変うれしく思うと同時に、この経験が自信へとつながり、みずか

らを成長させる大きな糧となることを期待いたしております。

離島球児の夢舞台「国土交通大臣杯第９回全国離島交流中学生野球大会」通称「離島甲子園」

が、去る８月２２日から２５日まで島根県隠岐の島町で開催されました。壱岐市選抜チームは、

第１回戦が不戦勝、第２回戦で北海道奥尻島「青苗・奥尻中学校」に２対１で勝利しましたが、

第３回戦で沖縄県「石垣島ぱいーぐるズ」に３対４で惜しくも敗れました。ベスト８にとどまり

はしましたが、見事なチームワークですばらしい試合を行ってくれました。

島外との交流機会が少ない全国の離島の中学生が一堂に会する本大会に参加した壱岐市選抜

チームは、野球を通じた島と島の交流により、友情を育み、夢と希望と勇気を持つことの大切さ

を実感できたことと思います。

次に、ＮＨＫラジオ番組「ふるさと自慢うた自慢」の開催についてでございます。壱岐の島

ホールの落成２０周年を記念し、１１月２５日にＮＨＫ長崎放送局及び本市の主催により、同

ホールにおいて壱岐の島ホール落成２０周年記念ＮＨＫラジオ番組「ふるさと自慢うた自慢」を
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開催いたします。

ゲストに、歌手の橋幸夫さんと門倉有希さんをお迎えし、地元の男性と女性の各グループが

チーム対抗でふるさと自慢を繰り広げるとともに、カラオケで歌を歌い競い合うという番組内容

で、ゲスト歌手２人の歌謡ショーもお楽しみいただきます。放送日は未定でありますが、全国に

壱岐市をＰＲする絶好の機会でありますので、御決定いただきましたＮＨＫ様に心から感謝申し

上げる次第であります。観覧申し込み等詳細につきましては、既にＮＨＫ長崎放送局及び壱岐市

ホームページで周知いたしておりますけれども、後日、広報紙等でもお知らせいたします。

次に、国際交流人口拡大の策としての国際化推進班の新設についてでございます。近年、人

流・物流・情報が国境を超えて動くグローバル化が世界的に進展し、各国経済の相互依存度が高

まる中、我が国においても、外国人観光客や在留外国人数の増加等、グローバル化の波が押し寄

せております。２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、今後、外国語教育、国

際理解教育、外国との経済・文化交流、地域における国際交流行事など、地域の国際化を推進す

る必要性が一層高まることが予想されます。本市におきましても、現在、諸外国とのかかわりが

ふえつつあり、外国人居住者や外国人観光客数も徐々に増加をしております。

一方で、国際交流行事や市民皆様が外国人と交流する機会が限られており、海外における本市

の知名度が低いという現実があります。壱岐は、食、自然、歴史・文化遺産等、豊富な観光資源

を有しており、インバウンドの増加によって、壱岐の魅力を世界各国へ拡散してもらえる大きな

可能性があるものと考えております。

そのような現状と課題を踏まえ、国際交流業務の受け皿、対外的な業務や対外発信、さらには

グローバル化の漸進的な推進を担う部署を設置することが必要と判断し、９月１日から企画振興

部地域振興推進課内に国際化推進班を新設いたしました。

同班は、観光商工課と連携し、インバウンドの強化に関する業務も支援させることといたして

おります。国際化推進班に発令、または、兼務発令を受けた職員は、笹原副市長の提案により発

足した国際化推進チームのメンバーとなっており、可能な限り国際関連業務に従事させることで、

当該分野の人材育成も図っていく所存であります。

本市における観光客数を推計する上で参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年

１月から７月末までの乗降客数累計は３８万１,２９５人、対前年比９９.６％でありました。

４月に発生した熊本地震の影響もあり、５月と６月は対前年比で８７％程度まで落ち込みました

が、７月は対前年比で１１２.４％と急回復しております。この夏の好天もあり、８月の実績を

期待しているところでございます。

ＪＲ九州の長崎デスティネーションキャンペーンについては、１０月１日に長崎駅と博多駅で

開催されるオープニングイベントを皮切りに、１２月までの期間で実施されます。県内全市町Ｐ
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Ｒの相乗効果によるキャンペーン期間中の観光客数の増加に期待しております。

１０月２０日と２１日には、本市において、旅行会社の仕入れ企画造成担当者を対象に年２回

開催されている長崎県観光情報説明会が開催されます。関西・中国・四国・九州地区の旅行会社

に対し、今回は、平成２９年度上期における観光情報説明会となっており、この好機に壱岐の魅

力を最大限発信してまいります。

また、新たな取り組みとして、１０月８日から９日まで、１泊２日の行程で「サンクチュアリ

壱岐」、直訳すると「聖域の壱岐」という意味になりしょうか、と題したコスプレツアーが実施

されます。コスプレイヤーの方々が「実りの島、壱岐」を訪れ、撮影を楽しんでいただくことに

より、壱岐の新たな情報発信につながるものと期待をいたしております。

さらに、１０月２５日には、モンゴル国のビルグーンオンダラガ歌舞団２３名による公演を、

壱岐の島ホールにて計画をいたしております。今回の公演は、平成２６年にモンゴル国と日本の

文化交流協定から４０周年を迎え、平成２７年に元寇に関する撮影が元寇ゆかりの地である壱岐

市を初め、日本各地で行われた御縁で今回の公演に至っております。多くの市民皆様に御来場い

ただきたいと存じます。

観光施設のイルカパークでございますが、平成７年に開園し２２年目を迎えております。イル

カパークについては、施設が閉鎖的海域であることから、平成１３年にしゅんせつ工事を実施し

ておりますが、それから１５年が経過しておりまして、しゅんせつの必要があることから、今回、

しゅんせつにかかる所要の予算を計上いたしております。

さて、１０月２日開催の壱岐ウルトラマラソンの申し込みは、８月２６日に応募を締め切り、

福岡県２３５人、長崎県１１８人、この中には市民ランナーも２０名以上登録されているのでは

ないかと考えておりますけれども、長崎県１１８人を初め、北は北海道から南は沖縄まで、

３５都道府県から１００キロ３８５人、５０キロ２３０人、計６１５人の参加が決定いたしてお

ります。ボランティアにつきましては、島外からも４８人の応募があっており、現在、市内のボ

ランティアの方も募集をしているところでございます。

また、島内の学生には、小学生に１キロごとに立てる距離表示ののぼり、あと何キロというの

ぼりでございますが、そののぼりに応援メッセージを、中学生には当日の給水所等の運営のお手

伝いを、高校生には参加選手への手紙を書いていただき、選手への激励を行うようにいたしてお

ります。

招待選手として、２０１４年１００キロウルトラマラソン世界選手権第２位で長崎県出身の望

月千幸選手、若い世代に人気の歌手グループであるソナーポケットのｅｙｅｒｏｎさんに選手と

一緒に走っていただき、大会を盛り上げていただくようにいたしております。

また、前回御報告いたしましたレオパレス２１様を初め、富士ゼロックス様、ＪＴＢ九州様、
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大塚製薬様等、多くの企業にも御協賛いただき、さまざまな面で御支援いただいております。

壱岐全島を舞台としたイベントでありますので、市としても大会の成功に向け、万全の体制で

取り組んでまいります。関係機関・団体皆様に御理解、御協力をお願いを申し上げます。

ふれあい交流事業につきましては、本年も、壱岐市在住の独身者に対して適切な出会いの機会

を創出することにより、成婚を促し、人口減少に歯どめをかけることを目的として、１１月５日

から６日にかけて「第４回イキイキお結び大作戦」と題して婚活イベントを計画しております。

昨年は男性１９人、女性１８人の参加で、カップル成立数は１４組であり、そのうち１組が東京

の女性と成婚に至っております。今回も多くのカップルが誕生することを期待をいたしておりま

す。

また、市民向けセミナーにつきましては、結婚応援隊向けの内容も計画いたしておりますので、

多くの皆様に御参加いただけるよう周知を図ってまいります。

生涯活躍のまち推進プロジェクトについては、元気な中高年齢者の移住を促進することにより、

人口減少に歯どめをかけ、地域の活性化を図る、いわゆるＣＣＲＣ、生涯活躍のまち構想であり

ますが、本市も壱岐市版生涯活躍のまちの実現を目指すべく、基本指針、実施計画の策定業務に

係る費用を地方創生推進交付金に申請しておりましたところ、このたび採択されましたので、今

回、所要の予算を計上いたしております。

今後、関係機関に参画いただいた推進協議会を設立し、本市の方向性を示す基本指針と、実現

するための詳細計画を載せた実施計画を、関係者の意見を踏まえ策定するようにいたしておりま

す。

若い世代の移住施策とともに、生涯活躍のまちについても積極的に取り組む所存であります。

福岡市・九州離島広域連携事業についてでございますが、本年３月に発足した福岡市・九州離

島連携協議会でありますが、去る７月１８日に福岡市天神の岩田屋前広場においてキックオフイ

ベントを実施し、本格的に事業を開始しております。

「離島」という字は「離れる」「島」と書き、寂しい感じがいたします。これを、離れる島の

「離島」から、訪れた人がＲｅ－ｆｒｅｓｈ（元気を回復する）、島に人がＲｅ－ｔｕｒｎ（帰

ってくる）、新しい島の未来がＲｅ－ｂｏｒｎ（生まれ変わる）の、「Ｒｅの島」と書いて「Ｒ

ｅ島」を合言葉に「Ｒｅ島プロジェクト」として事業を実施しており、早速「Ｒｅ島チャンネ

ル」というホームページを立ち上げ、福岡を起点とした各島への旅行商品の販売を開始いたして

おります。

また、「Ｒｅ島ムービー」として各島の「人」に着目した宣伝用映像を作成いたしましたとこ

ろ、大変好評を得ております。

今後は、各種メディアとタイアップしたＰＲ事業や海外向け広報等も実施することといたして
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おります。

次に、産業の振興についてでございますが、まず、農業の振興について。ことしは、平年より

１日早い梅雨明けとなり、７月１４日から８月２７日まで４５日間ほとんど降雨がなく、農業用

ダム・ため池については、貯水率が５４.１％となっておりましたが、８月２８日から２９日に

かけて１００ミリ程度の降雨がございました。貯水率も改善し、ひとまず安心しております。

きのう発生した台風１２号については、雨の欲しい時期ではありますが、農作物や施設への影

響を心配しており、十分注意を払っていただきたいと考えております。

こうした中、本年産の葉タバコは、成熟期の天候不順による立ち枯れ病、一部の圃場における

原因不明の生育不良等により、１０アール当たり２１０キロの収量見込みと伺っており、１０月

に葉タバコ収納が予定されております。

水稲につきましては、早期水稲は大きな病害虫被害等もなく、昨年と同程度の収量が見込まれ

ております。普通期水稲は農業用ダム・ため池が十分な貯水率まで回復しておらず、水不足によ

る被害が心配されますので、関係機関連携して管理指導等を行ってまいります。

肉用牛につきましては、去る８月１日、２日に開催された子牛市において、子牛取引価格が市

場開設以来の高値を記録しております。平均価格が６月市と比較して、１頭当たり約１万円高の

８３万３,０００円となっており、あわせて去勢の平均価格についても市場開設以来の高値を記

録しております。しかしながら、高齢化、後継者不足等による繁殖牛の飼養頭数が減少しており

ますので、今後も産地維持のため、繁殖基盤の強化に努めてまいります。

７月発生の農地及び施設災害につきましては、１０月３日から７日に査定が行われるようにな

っておりますので、査定後、早急に事務手続を進め、復旧工事に着手してまいります。

水産業の振興につきましては、本年４月から７月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年と比較

いたしますと、漁獲量は１,１２４トンで１５.７％の減、漁獲高は９億６,８００万円で

１７.５％の減となっております。

また、正組合員数は、昨年より３０名減の９８７名となっており、漁獲量、漁獲高ともに減少

しております。漁家経営は大変厳しい状況が続いておりますが、水産業の振興を図るため、今後

も漁業者の皆様、そして、各漁協を初め関係機関と連携を図り、各種施策に積極的に取り組んで

まいります。

今回、県営事業による芦辺漁港、大島漁港、郷ノ浦港、勝本港、印通寺港の整備・改修工事に

かかる負担金について、所要の予算を計上をいたしております。

商工業の振興と雇用対策につきましては、７月２１日に、昨年に引き続きハローワーク及び県

との合同で、高校２、３年生を対象に、卒業後の進路選択の参考と、地元就職を促進することを

目的として、合同企業説明会を開催いたしました。昨年は市内５社の企業の参加でありましたが、
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本年は、市内９社の企業、生徒３２名、保護者１７名、合わせて９０名の参加があり、第１部で

は各企業からの説明、第２部では各企業ブースにそれぞれ移動し説明、質疑が行われたところで

あります。生徒皆さんからは、企業の内容や生の声が聞けてよかった、保護者皆様からは、今後

も続けてもらいたい等の要望もあり、本事業を引き続き実施するとともに、企業への支援等を含

め、雇用の確保に全力で取り組んでまいります。

７月３０日には、株式会社レオパレス２１の壱岐サービスセンターの開所式があり、新たに

２２名の方が雇用されております。平成１９年度に壱岐コールセンターを開設、そして、今回の

新たなセンターを開設いただき、雇用促進に多大な御貢献をいただいております。

しま共通地域通貨事業「しまとく通貨」については、１０月までは旅行商品に組み込まれるバ

ラ券のみとなっておりましたが、１１月からはセット券の販売も開始されます。また、１０月か

ら電子化されるようになっており、より利便性が高まるものと期待をいたしております。

次に、ねんりんピックの通称で親しまれている全国健康福祉祭が、本年１０月１５日から

１８日までの４日間、長崎県内１５カ所で開催されます。壱岐市におきましては、ウォークラ

リー交流大会の開催地となっており、１０月１５日に代表者会議及び開始式、翌１６日に交流大

会を原の辻遺跡をメインとしたコースで開催します。高齢者の部につきましては、全国から

４０チーム、２００名の参加が決定しております。一般の部については、２０チーム、１００名

程度を予定し、９月１５日を申し込み期限に募集しておりますが、現在５チームの申し込みにと

どまっておりますので、老人クラブや各種団体に要請し、参加者の確保に努めてまいります。

また、運営に当たっては、関係機関や団体の協力はもちろん、市内の中学生による高齢者の部

のチームのアテンダーや高校生によるドリンクサービス、各小学校の児童による激励ポスターの

作成などの協力もいただき、壱岐市を挙げて全国からの参加者をおもてなしの心で温かく迎えて

まいります。

次に、幼保連携型認定こども園についてでございますけれども、幼児教育の質の向上と量の確

保を図るとともに、効率的な施設運営を行うため、石田町へ幼保連携型認定こども園を設立いた

します。

計画では、予定地を石田保育所の南側にある現テニスコートとしており、石田保育所は保育部

分を現行のまま運営し、幼稚園部分を新設するため、敷地整備のための設計及び工事を行うこと

としております。

また、本整備工事に伴い、テニスコートを石田中学校校舎裏に移転整備することとしており、

今回、所要の予算を計上いたしております。

介護ロボット導入事業についてでございますが、本市においては、３人に１人が高齢者という

状況の中で、介護保険事業は制度発足時から比較すると、介護サービス利用者で１.５倍、サー
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ビスに係る費用額で１.７倍の伸びとなっており、今後、介護従事者の確保と定着を図る取り組

みが急務となっております。

このような状況の中、本事業は、国庫補助事業を活用した介護ロボット（見守り支援ベッドシ

ステム）を市内の介護老人保健施設において導入し、介護従事者の負担の軽減を図るとともに、

市内における活用実証モデルとして他の介護サービス事業者への周知と働きやすい職場環境を整

備し、介護従事者の確保を図る目的で実施するものであり、今回、所要の予算を計上いたしてお

ります。

予防接種事業につきましては、Ｂ型肝炎について、少数ながら小児における水平感染や集団感

染が報告されていること等から、予防接種によって人から人への感染機会を減らすことを目的に

予防接種施行令等の改正が行われ、本年１０月から定期予防接種（Ａ類疾病）の対象疾患に追加

されたところであります。

対象者につきましては、平成２８年４月以降に出生した者で生後１歳に至るまでの間にある者

となっております。予防接種を行うことで、伝染の恐れのある疾病の発生及び重症化の防止、さ

らにはその蔓延を防ぐことで公衆衛生の向上や増進に寄与するものであり、壱岐医師会の御協力

を得て１０月１日から実施するため、今回、所要の予算を計上いたしております。

次に、建設関係でございますが、まず、道路、河川等の整備についてでございます。市道整備

について、６月補正において道路整備工事に必要な予算を計上いたしましたが、さらなる経済対

策の一環として、市道の維持補修工事及び、単独で行っている市道の改良工事等の早期完成を図

るため、今回、所要の予算を計上いたしております。

水道水源の現状につきましては、梅雨明け後、雨量計で確認するほどの降雨がない状況が続い

ておりましたが、８月２８日にようやく恵みの雨が降りました。水道水源のダム貯水率は、８月

末現在、平均しておおむね８７％であり、今のところ余裕がございます。これは、梅雨時期に昨

年の約１.３倍の雨が降り込んだことが幸いしているものと考えております。

また、夏場の猛暑続きで藻類の発生を心配しておりましたが、貯水量に余裕があることなどか

ら、例年になく少ない現状であります。

平成２５年７月に芦辺地区、また、平成２６年７月に沼津柳田地区の給水区域で発生した異臭

味の対策につきましては、平成２６年度に芦辺浄水場、平成２７年度に郷ノ浦浄水場に生物活性

炭処理設備を導入し、臭気物質の除去対策を行ってまいりました。

ことしも高温少雨傾向が続いておりますが、異臭味の被害はなく、活性炭処理設備導入の効果

があらわれていると捉えております。

今後も、水道水の安定した供給に鋭意努めてまいりますので、市民皆様の大切な水源として、

節水への御協力をお願いをいたします。
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次に、教育関係でございますが、芦辺中学校の校舎建てかえ用地については、さきの６月会議

で御報告しておりましたが、より安全で安心して学べる教育環境の視点で、改めて建設予定地の

見直しを含めた検討に入ることを教育委員会から報告を受けたところであります。

教育委員会において、芦辺町内の小中学校のＰＴＡ、保護者、地域の代表３２名による校舎建

て替え用地選定委員会を設置するとともに、７月５日から８日にかけて芦辺町内の小中学校７校

で説明会を行い、あわせてアンケートを実施しております。

７月２６日に開催した校舎建て替え用地選定委員会では、アンケート結果をもとに審議され、

用地については、旧那賀中学校とする考えにまとまりました。この審議結果の報告書が、翌

２７日に教育委員会に提出されましたので、教育委員会は直ちに会議を開き、協議結果が報告さ

れました。その内容については、既にお知らせしておりますが、校舎建てかえ用地は旧那賀中学

校とすること、校舎の建設についての検討事項が付記されていたことは御承知のとおりであり、

本事業の進め方について、現在、教育委員会と協議を進めております。

旧那賀中学校は、閉校後６年近くになり、普通教室や特別教室等の教材設備の利用停止や、利

活用のため一部撤去している実情があります。また、普通教室が４教室不足するため、校舎の増

築が必要となりますが、増築のための校地の広さも十分とは言えず、増築した場合は、教室の配

置が窮屈になるなど、学習環境には不安が残ります。

このように、校舎の改修を含めた耐震補強工事と増築工事とでは、生徒たちにとって、よりよ

い教育環境とは言い難い課題も抱えております。生徒たちの学習環境を充実させることを第一義

に考え、本事業における校舎の建てかえについては、現校舎を解体、撤去し、校舎を新築するこ

とにより、不足する教室数は確保され、教育環境も整備されると判断をいたしております。

議員皆様を初め、市民皆様の御理解を賜りますようお願いいたします。

さて、さきの議会においても議論となっておりました壱岐市立小・中学校消防用設備改修工事

に係る入札執行事務並びに、壱岐市立芦辺小学校校舎改築工事設計業務に係る完成払支出負担行

為等事務について、その不適正な事務処理により、公共工事に対する信用の失墜と、市民及び学

校、議会運営に多大な混乱と影響を及ぼしたことに対しまして、市民皆様に心からお詫びを申し

上げます。

今回の件に係る関係職員の処分につきましては、地方公務員法の規定に基づく懲戒処分として、

担当係長を減給１０分の１の１カ月、当時の課長補佐及び担当課長を減給１０分の１の３カ月、

教育次長を減給１０分の１の２カ月、教育長を減給１０分の１の３カ月とする処分決定がなされ、

本日付で処分書の交付を行っております。

処分量定の判断につきましては、それぞれの事案について個別に審査し、消防用設備改修工事

の入札執行事務については減給１０分の１の１カ月、芦辺小学校校舎改築工事設計業務について
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減給１０分の１の２カ月として、事務の不適正処理及び管理監督責任に対して、それぞれの職務

職責により判断し、決定をいたしております。

なお、教育長の給料月額は条例で規定されておりますので、その処分の効力を実施させるため、

今回、教育長の給与の特例に関する条例の制定について、議案を提出をいたしております。

このような事案が発生したことに、重ね重ねお詫び申し上げますとともに、今後は市民皆様の

信頼を回復するために、再発防止に全力で取り組んでまいります。

次に、防災、消防・救急についてでございますが、まず、防災・防犯について。７月１２日か

ら１３日にかけて発生した大雨は、１時間雨量最大で約３５ミリ、降り始めからの総雨量は

１７５ミリを記録いたしました。気象庁と県が発表する土砂災害警戒情報等をもとに、勝本町全

域と郷ノ浦町沼津地区に避難勧告を発令し、４カ所の避難所に７世帯１０名の方が避難されまし

た。今回の避難勧告は、壱岐市で初の発令となりましたが、異常と言える天候が続発している近

年の気象状況からすると、今後も大雨等が起こる可能性が高いと考えられます。

市民皆様には、避難勧告等が発令されてから慌てることがないように、日ごろから自宅の立地

状況や危険箇所、避難場所の確認等をお願いいたします。

なお、今回の大雨により、道路災害２２件、河川災害２件、林地災害２８件、農地災害

１１１カ所が発生しておりますが、幸い人的被害は発生しておりません。今後も関係機関と十分

連携を図り、災害対策に万全を期してまいります。

また、壱岐市社会福祉協議会と災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定を、

８月１日に締結しております。福祉避難所とは、特別な配慮が必要な高齢者や障がい者の方々へ

の体制を整備した避難所のことであり、今後、災害時には必要に応じて、壱岐市社会福祉協議会

の各事業所に福祉避難所を設置していただくこととなります。

１０月１０日には、平成２８年度長崎県原子力防災訓練が、本市を含めた県内４市と長崎県、

佐賀県、福岡県の３県合同で開催されます。玄海原子力発電所での放射能漏れ事故を想定し、情

報収集伝達訓練、災害対策本部設置・運営訓練、緊急時モニタリング訓練、原子力災害医療訓練、

広報訓練、住民の避難・誘導訓練、島外への広域避難訓練などを実施する予定となっております。

このような実践的な訓練を積み重ねながら、原子力防災対策に関係機関とも連携して取り組んで

まいります。

市民皆様におかれましては、あらゆる災害へみずからの備えを行っていただきますとともに、

地域における防災力の向上に向け、自主防災組織の結成や育成等について、今後も御理解を賜り

ますようお願いいたします。

次に、防犯についてですが、特殊詐欺、いわゆる振り込め詐欺等による被害は、全国、県内と

も甚大なものとなっており、本市においても、平成２６年に１件１,０００万円、平成２７年に
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は３件３００万円の被害が発生しております。

また、特殊詐欺の予兆電話も多発しており、高齢者を狙った悪質な犯罪が急増している状況で

す。このような中、昨年度から壱岐警察署において、電話の発信者に対して通話内容を録音する

旨の警告を流す、特殊詐欺被害防止装置１００台を貸し出して、被害の防止を図っております。

この装置は警察に返却しなければなりませんが、使用した高齢者の７割が継続して設置を希望し

ているとのことでございます。

今後、特殊詐欺被害防止装置の普及による詐欺被害の防止とともに、住民の防犯に対する意識

高揚を図るため、特殊被害防止対策機器購入費の補助制度を創設することといたしております。

消防・救急についてでございますが、この夏は全国的な猛暑となり、市内で８月末現在、

２４名の熱中症による患者を救急搬送をいたしております。今後も残暑が厳しいことが予想され

ますので、市民皆様におかれては、こまめな水分補給を行うなど、体調管理に十分留意していた

だきますようお願いいたします。

去る８月７日に大村市の長崎県消防学校で開催された「第３３回長崎県消防ポンプ操法大会」

において、ポンプ車の部で芦辺地区第１分団が県大会１１連覇を達成、小型ポンプの部で郷ノ浦

地区第７分団２部が準優勝の栄に輝きました。これまで御支援、御声援いただいた議員各位、市

民皆様に厚く御礼を申し上げます。

９月９日の「救急の日」には、壱岐医師会を初め、救急医療機関の御協力を得て、救急訓練を

実施し、救急医療関係者の連携強化及び意識の高揚を図ってまいります。

次に、議案関係について御説明いたします。

本議会に提出した補正予算の概要は、一般会計補正総額５億８,４９７万円、各特別会計の補

正総額１億２９０万５,０００円となり、本定例会に提出いたしました一般会計、各特別会計の

補正額の合計は６億８,７８７万５,０００円となります。なお、現計予算と合算した本年度の一

般会計予算は２３８億２７６万１,０００円で、特別会計につきましては、１１０億２,５５５万

８,０００円となっております。

本日提出いたしました案件の概要は、平成２７年度各出資法人の経営状況等にかかる報告４件、

平成２７年度財政健全化判断比率等の報告１件、条例の制定・廃止にかかる案件２件、新たに生

じた土地の確認等の案件１件、予算案件６件、平成２７年度各会計決算認定１０件であります。

案件の詳細については、担当部長、課長等から説明をさせますので御了承願います。

何とぞ十分な御審議をいただき、適正なる御判断を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項、また、政策等について申し述べましたが、

さまざまな行政課題に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいる所存でありますので、議

員各位並びに市民皆様の御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、行政報告とい
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たします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） これで行政報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第５．報告第９号～日程第２７．認定第１０号

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第５、報告第９号平成２７年度公益財団法人壱岐栽培漁業振興公社

に係る経営状況の報告についてから日程第２７、認定第１０号平成２７年度壱岐市水道事業会計

決算認定についてまで、以上２３件を一括議題とします。

ただいま上程しました議案について、報告及び提案理由の説明を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 本日提出いたしております報告及び議案につきましては、担当部長及び

課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 井戸川農林水産部長。

〔農林水産部長（井戸川由明君） 登壇〕

○農林水産部長（井戸川由明君） 皆さん、おはようございます。報告第９号平成２７年度公益財

団法人壱岐栽培漁業振興公社に係る経営状況の報告について御説明申し上げます。

平成２７年度公益財団法人壱岐栽培漁業振興公社について、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定により、別紙のとおり報告をいたします。本日の報告でございます。

当法人は、これまでと同様、種苗放流事業を実施いたしております。

２ページ、３ページをお開き願います。２ページは、役員並びに評議員名簿を掲載いたしてお

ります。３ページには事業報告でございます。２７年度の事業概要は、アワビ種苗４万

５,０００個を壱岐市栽培センターより購入し、各漁協９,０００個ずつ放流をいたしております。

財源の内訳ですが、利息０.２８％で、基金運用益１９６万５,３６９円、助成金として県から

２８万円、市から１４万円、漁協の負担金として各漁協より２万８,０００円の５漁協で１４万

円となっております。また、法人会計より１４万７,６３１円を振りかえまして、合計２６７万

円３,０００円であります。

次に、収支決算について御説明いたします。

６ページ、７ページをお願いいたします。６ページは貸借対照表でございます。資産の部であ

りますが、流動資産が１９万２,９１９円、固定資産のうち基本財産が１億円、特定資産が７億

円で、資産合計８億１９万２,９１９円でございます。７ページは貸借対照表の内訳を掲載いた

しております。
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８ページ、９ページをお願いいたします。８ページは、正味財産増減計算書でございます。

９ページの正味財産増減計算書内訳表で説明いたしますと、法人会計としては、普通預金利息と

繰越金を財源といたしております。今年度の繰越金は、１億円を除きますと１９万２,９１９円

となります。支出の面で管理費の３万３,５７０円は、公益法人研修会旅費及び印紙料等でござ

います。

１０ページ、１１ページをお願いいたします。１０ページは附属明細書、１１ページには財産

目録を掲載いたしておりますので、御高覧をお願いいたします。

以上で、報告第９号について説明を終わります。よろしくお願いいたします。

〔農林水産部長（井戸川由明君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） おはようございます。

それでは、報告第１０号平成２７年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況の報告

について御説明をいたします。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告をいたします。本日の提出

でございます。

壱岐空港ターミナルビル株式会社につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第３号

に規定する法人で、経営状況の報告をさしていただくものでございます。

報告書の表紙をおめくりいただきたいと思います。

１ページは、庶務報告で、官庁事項及び株主総会の報告でございます。

次に、２ページ目でございます。（３）の株式でございますが、資本金１,０００万円２万株

で、そのうち、４６０万９,２００株が壱岐市の出資で、出資比率は４６％となっております。

３ページ目をお開きください。貸借対照表でございますが、資産の部については、流動資産合

計４０７万８,４５３円で、固定資産合計１,０６４万７,８４０円で、資産合計は１,４７２万

６,２９３円となっております。負債の部については、負債合計３７万７,００４円で、その内訳

につきましては、あともって御確認いただきますが、７ページの主要勘定残高明細書の（４）未

払金及び（５）の預り金でございます。資産の部については、株主資本合計１,４３４万

９,２８９円で、負債純資産合計は、資産合計と同額の１,４７２万６,２９３円でございます。

４ページをお願いします。損益計算書でございますが、売上総利益が１４３万２,４４０円、

販売費及び一般管理費１７７万５２８円で、営業利益はマイナスの３３万８,０８８円となって

おり、その内訳につきましても、あともって御確認をいただきますが、９ページの営業損益内訳

書に記載をしております。営業外収益は、雑収入が２５万円で、長崎県空港活性化推進協議会補
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助金でございます。受取利息は預金利息の７１２円を足しまして、営業外収益合計が２５万

７１２円となります。経常利益のマイナス８万７,３７６円から法人税を含めまして、当期純利

益がマイナス２４万１,３７６円となります。

次に、５ページ目をお願いいたします。株主資本等変動計算書でございますが、純資産合計の

前期末残高１,４５９万１,０００円、当期変動額の合計がマイナス２４万１,０００円で、当期

末残高が１,４３５万円となっております。

６ページは個別注記表、７ページは主要勘定残高明細書、８ページは固定資産明細表、９ペー

ジは営業損益内訳書、最後のページは監査報告書でございます。

以上で、報告第１０号平成２７年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況の報告を

終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 左野企画振興部長。

〔企画振興部長（左野 健治君） 登壇〕

○企画振興部長（左野 健治君） 報告第１１号及び第１２号につきまして御説明さしていただき

ます。

報告第１１号平成２７年度株式会社壱岐カントリー倶楽部に係る経営状況について、地方自治

法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告いたします。本日の提出でございます。

この報告につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第３号に規定する一般社団法人

及び一般財団法人並びに株式会社への予算の執行の適正化等を図る観点から、公金をもって資本

金等の４分の１以上、２分の１未満の出資をしている法人等について市長の調査等の対象になっ

ており、平成２８年６月２９日の第３３回定時株主総会で報告を受けたところでございます。

内容につきましては、第３３期営業報告書を添付いたしております。

１ページをお開き願います。３、当社の経営状況の欄をごらんください。２７年度の来場者数

は７,０６３人で、前年比９４.３％と減少しており、特に、主要メンバー会員の死亡、長期入院、

高齢化に伴い、プレイ回数の減少が影響いたしております。売上高は約３４２万円減少となり、

４,６００万円となっております。経営見直し等によりまして、当期の純利益は４０万

５,６１７円の黒字計上となっております。

２ページをお開き願います。７番目の従業員構成は、支配人１名、フロント２名、レストラン

１名、コース管理７名、合計１０名で運営いたしております。

３ページをごらんください。８の会員状況、年会費の関係でございます。①会員状況で、個人

会員は６６８名で、うち島内３３６名、島外１８３名、休眠会員１４９名と、法人会員は

１４６名の、合計で８１４名となっております。年会費の支払い対象者は１９４名、払込金額は
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１２７万円８,０００円でございます。平成２７年度の回収率が１０９.７９％となっております。

これは、年会費が滞っている方への督促状発送等の回収対策を行ったことによるものでございま

す。２７年度の未納者は４４名で、未納額は２６万４,０００円となっております。現在、納付

依頼通知書を発送しているところでございます。

６ページをお開き願います。貸借対照表でございますが、資産の部で、流動資産７９９万

５,６８４円で、うち未収金４００万３,８４０円となっておりますが、既に入金いたしておりま

す。固定資産が５,１８８万５,８０２円で、資産合計は５,９８８万１,４８６円でございます。

次に、７ページをお開き願います。負債、純資産の部でございますが、流動負債が４５１万

７,４５９円、固定負債２５３万３,０４７円、負債合計は７０５万５０６円、純資産の部でござ

いますが、株主資本が５,２８３万９８０円で、純資産の合計は同額でございます。負債及び純

資産合計は５,９８８万１,４８６円でございます。

続きまして、８ページをごらんください。損益計算書でございます。表中段の売上総利益は

４,３９４万５,２７３万円でございます。販売費及び一般管理費は４,４２７万４,５５８円で、

前年対比９６.２％となっております。この詳細につきましては、９ページに掲載いたしており

ます。営業損失額は３２万９,２８５円となっております。営業外収益、特別利益と合わせて、

税引き後の当期の純利益が４０万５,６１７円の黒字となっております。

１０ページに株主資本等変動計算書、１１ページに監査報告書を添付いたしております。

以上で、報告第１１号について説明を終わらしていただきます。

次に、報告第１２号について説明いたします。

平成２７年度一般財団法人壱岐市開発公社に係る経営状況の報告について、地方自治法第

２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告します。本日の提出でございます。

この報告につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第２号に規定する一般社団法人

及び一般財団法人並びに株式会社への予算の執行の適正化を図る観点から、公金をもって資本金

の２分の１以上の出資をしている法人等について市長の調査対象となっているところでございま

す。

経営状況について御説明いたします。

２ページをお開き願います。２ページの利用状況でございますが、表１、利用状況の計の欄の

とおりでございます。宿泊者数は８,１３５名で、前年より４３２名の増加、休憩者数は１万

６,９７８名で、前年より１８４名増加となっております。宿泊客の増加は、旅行会社とのタイ

アップでの成果がつながっていることによるものでございます。

３ページをごらんください。収支についてでございますが、（１）収入の部で、予算額１億

１,２７０万２,０００円に対しまして、決算額１億６,７１０万８４７円と１,７６５万７８４円
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の増、（２）で支出の部では、予算額１億１,２６３万１,０００円に対しまして、決算額１億

６,０９０万６,０２１円と４,８２７万５,０２１円の増、当期計上増減額、いわゆる税引き後の

当期の純利益は４９９万４,９２６円の黒字となっております。

次に、４ページをごらんください。４ページから６ページは正味財産増減計算書でございます。

正味財産増減計算書は、企業の損益計算書に相当するものでございます。６ページの一番下をご

らん願います。平成２８年度３月３１日現在における当一般財団法人の正味財産、いわゆる純資

産の期末残高は、合計で（ａ）で３,００４万５,２９０円となっております。

次に、７ページの貸借対照表でございます。資産の部、合計で４,０９５万４,２９０円、負債の

部は合計で１,０９０万９,０００円、正味財産の部は合計で３,００４万５,２９０円となってお

ります。

８、９ページに財務諸表に対する注記、１０ページに有形固定資産明細書、１１ページに監査

報告書を添付いたしております。

以上で、説明を終わらしていただきます。

〔企画振興部長（左野 健治君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１５分といたします。

午前11時03分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時15分再開

○議長（鵜瀬 和博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案説明を続けます。中上財政課長。

〔財政課長（中上 良二君） 登壇〕

○財政課長（中上 良二君） 報告第１３号平成２７年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足

比率の報告について御説明申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、平

成２７年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を付して報告いたしま

す。本日の提出でございます。

次のページをお開き願います。法第３条第１項による健全化判断比率の状況ですが、まず、実

質赤字比率は一般会計及び農業機械銀行特別会計の実質収支額により算出いたしますが、いずれ

も黒字決算をしておりますので、実質赤字比率は生じておりません。

次に、連結実質赤字比率は、公営企業以外の国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医

療事業、特別養護老人ホーム特別会計と、公営企業の水道事業並びに簡易水道事業、下水道事業、

三島航路事業特別会計の全ての会計において、実質収支額が黒字決算をしておりませんので、連
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結実質赤字比率についても生じておりません。

次に、実質公債費比率ですが、前年度、平成２６年度が３カ年平均で５.２％でありましたが、

平成２７年度は４.７％に、次の将来負担比率については、前年度、平成２６年度が１６.２％で

ありましたが、平成２７年度は皆減となっております。いずれの比率も前年度指標を下回り、健

全に推移しております。前年度の比率を下回った主な要因としては、実質公債費比率が旧壱岐市

民病院の長崎県病院企業団加入による病院事業に係る元利償還金が皆減になったこと、また、実

質公債費比率は３カ年平均で算出されることから、前年度算定対象でありました平成２４年度の

単年度実質公債費比率の５.６％が算定から外れ、平成２７年度の単年度実質公債費比率４.０％

が算定に入ったことなどにより、４.７％まで下がっております。

また、将来負担比率が皆減となった主な要因としては、実質公債費比率と同様、旧壱岐市民病

院の長崎県病院企業団加入による病院事業に係る将来負担額が皆減になったこととあわせまして、

平成２０年度から毎年度繰り上げ償還を実施したことによる起債残高の減によるものでございま

す。

今後、普通交付税の合併算定がえ段階的縮減等により、実質公債費比率及び将来負担比率は上

昇していくことが予想されますが、表の中段右側に、イエローカードとなる早期健全化基準及び

レッドカードとなる財政再生基準の比率を超えることがないよう、財政運営を行ってまいります。

次に、法第２２条第１項の規定による資金不足比率の状況ですが、簡易水道事業特別会計、下

水道事業特別会計、三島航路事業特別会計、水道事業会計の４つの公営企業会計におきまして、

資金不足は生じておりませんので比率はございません。

なお、健全化判断比率等の概要については、資料２の平成２７年度各会計決算概要の１ページ、

２ページに添付しておりますので御参照願います。

以上で、報告第１３号平成２７年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て説明を終わります。よろしくお願いいたします。

〔財政課長（中上 良二君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） 議案第５９号壱岐市防災行政無線施設条例の廃止について御説明を

申し上げます。

壱岐市防災行政無線施設条例を廃止することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規

定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。本日の提出でございます。

この条例の廃止に至る経過でございます。壱岐市防災行政無線は、旧４町時代にアナログ方式

で機器等の整備を行い壱岐市に引き継いだ形で、平成１６年３月１日に本条例を施行しておりま
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す。災害時等の緊急事項の通報や連絡、また、平常時の行政情報の伝達手段として活用しており

ましたが、光ケーブル網の設置にあわせて、有線告知放送設備を整備したため、各地区に一斉に

放送する同報系無線については、平成２３年度より運用を停止しております。また、無線機同士

で通話する移動系無線につきましては、平成２６年度から消防デジタル無線に移行しております。

このように、防災行政無線の機能は他のシステムになっておりますが、無線免許の有効期限は

５年間であるため、移動系無線の保管用として有効期限である平成２８年５月３１日までとして

おりましたが、この５月３１日の日をもってアナログ無線免許の廃止を行っております。

以上のような経過により、壱岐市防災行政無線施設条例を廃止するものでございます。

以上で、５９号の説明を終わらせていただきます。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 井戸川農林水産部長。

〔農林水産部長（井戸川由明君） 登壇〕

○農林水産部長（井戸川由明君） 議案第６０号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更に

ついて御説明申し上げます。

地方自治法第９条の５第１項の規定により、本市内に新たに生じた次の土地を確認し、同法第

２６０条第１項の規定により、字の区域を次のとおり変更する。本日の提出でございます。

提出理由といたしましては、壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦字本居地先の郷ノ浦港の公有水面埋め立て

により生じた土地について、議会の議決を得て確認し、字の区域を変更しようとするものであり

ます。

次のページをお開き願います。１といたしましては、壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦字本居３３３番

４に隣接する防波堤、３３４番４及び４０２番５の地先、面積１１０.４１平方メートル、編入

する区域は字本居でございます。次のページに位置図と字図を添付いたしております。土地の利

用につきましては、海岸保全施設用地及び港湾施設用地として埋め立てされ、現在、春一番供養

塔前の広場となっております。

以上で、議案第６０号について説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔農林水産部長（井戸川由明君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 中上財政課長。

〔財政課長（中上 良二君） 登壇〕

○財政課長（中上 良二君） 議案第６１号平成２８年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）につ

いて御説明申し上げます。

平成２８年度壱岐市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億８,４９７万円を
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追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３８億２７６万１,０００円とします。第

２項は記載のとおりでございます。

地方債の補正、第２条、地方債の変更は、第２表地方債補正による。

本日の提出でございます。

２ページ、３ページには、第１表歳入歳出予算補正の款項の区分の補正額等について、記載の

とおりでございます。

次に、４ページ、５ページをお開き願います。第２表地方債補正、１、変更、辺地対策事業債

は、限度額２億６,６７０万円を２億９,９９０万円に３,３２０万円を増額しております。イル

カパークしゅんせつ工事に充当しております。過疎対策事業債は、ハード分で限度額３億

９,３３０万円を４億１８０万円に８５０万円を増額しております。全天候型ゲートボール場建

設関連業務に充当しております。

次に、５ページの合併特例債は、限度額９億３２０万円を９億２,９７０万円に２,６５０万円

を増額しております。石田幼保連携型認定こども園敷地造成工事並びに認定こども園整備に伴う

現石田中学校テニスコートの移転を行う必要があることから、石田中学校施設改修工事としてテ

ニスコートの整備に充当しております。次に、臨時財政対策債は、限度額６億円を５億

１,２９０万円に８,７１０万円を減額しております。これは、発行可能額の確定によるものでご

ざいます。

それでは、事項別明細書により主な内容について御説明をいたします。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳入について御説明いたします。

１０款１項１目の地方交付税は、今回不足する財源について普通交付税２億７,６８６万

９,０００円を増額しております。なお、本年度の普通交付税は、合併算定がえ段階的縮減の

３年目となり、５割縮減のところでありますが、支所に要する経費の３年目の増額、また平成

２７年度国勢調査による人口の減はあるものの、人口減少団体の影響を緩和する割り増し措置が

拡充されたこと、算定費用の見直し等により、対前年度０.８％減の９６億９,１６６万

３,０００円に決定しております。

次に、１５款２項２目民生費県補助金、重度訪問介護等の利用促進に係る市町支援事業補助金

の３,３９８万２,０００円は、障害福祉サービス費における訪問系サービスに係る額が、国庫負

担基準を超える部分についての県補助金でございます。その他、民生費、農林水産業費、土木費、

教育費補助金、ほかの国・県補助事業について、内示により増減補正をしております。

次に、１２ページ、１３ページをお開き願います。１８款１項１目基金繰入金、合併振興基金

繰入金２３５万８,０００円の減額は、当初予算で充当しておりました職業訓練校、松永記念館

ほか、２施設の耐震診断業務に対し、国の社会資本整備総合交付金の内示があったことに伴うも
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のでございます。

次に、１４ページ、１５ページをお開き願います。市債につきましては、４ページ、５ページ

の第２表、地方債補正で説明したとおりでございます。

次に、歳出について説明をいたします。

まず、歳出全般について、今回、人事異動、会計間の異動に伴う職員給与費等の組み替えによ

る補正を行っております。給与費明細書については、３２ページから３３ページに記載しており

ますので御参照願います。

９月補正の主要事業については、別紙資料１の平成２８年度９月補正予算案概要で説明をいた

します。

概要の２ページ、３ページをお開き願います。２款１項６目企画費、ふるさと応援寄附金

１,１９１万８,０００円の補正は、ふるさと納税の増額を図るため、ふるさと納税マーケティン

グ業務委託として、首都圏、関西圏、九州圏への情報発信とカタログの５,０００部の増刷、新

聞広告等を行うものでございます。

同じく６目企画費、生涯活躍のまち推進プロジェクト事業１,２００万円の補正は、壱岐市版

生涯活躍のまちを実現するため、基本指針、実施計画の策定、機運向上セミナーの実施等を取り

組むものでございます。

同じく６目企画費、ウェブアプリ開発技能者育成教育事業の２,７５０万円の減額補正は、地

方創生推進交付金の内示に伴う減額を行っております。

次に、４ページ、５ページをお開き願います。３款１項２目社会福祉施設費、全天候型ゲート

ボール場建設関連業務１,４３１万１,０００円の補正は、特別養護老人ホーム建設に伴い、勝本

町ゲートボール場用地を譲渡するため、勝本町かざはやにゲートボール場の代替施設を建設する

ための測量業務、地質調査等を行うものでございます。

次に、６ページ、７ページをお開き願います。３款２項４目保育所費、石田幼保連携型認定こ

ども園敷地造成工事１,７９０万６,０００円の補正は、石田幼保連携型認定こども園設立のため、

その敷地の整備工事を行うものでございます。

次に、５款１項３目農業振興費、新構造改善加速化支援事業７２９万４,０００円の補正は、

新規就農者への施設導入支援として、イチゴハウスを整備される新規就農者に対し、事業費

１,２１５万７,０００円の県２分の１の６０７万８,０００円と、市１０分の１の１２１万

６,０００円を補助するものでございます。

次に、８ページ、９ページをお開き願います。５款１項５目農地費、県営事業負担金

５,１９１万９,０００円の補正は、壱岐地区農業水利施設保全合理化事業ほか、３地区の県営事

業費総額３億１,８０９万１,０００円に対し、それぞれ９％から３０％の負担分でございます。
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次に、５款３項２目新水産業収益性向上活性化支援事業２５０万円の補正は、経営改善計画達

成に寄与する機器導入事業費５００万円に対し、県３分の１の１６６万６,０００円と市の６分

の１の８３万４,０００円を補助するものでございます。

次に、１０ページ、１１ページをお開き願います。６款１項４目観光費、イルカパークしゅん

せつ工事３,６３０万円の補正は、イルカパークの堆積物の影響により、水質の悪化とイルカの

生態に悪影響を及ぼしていることから、堆積物の除去を行うしゅんせつ工事と、それに伴うイル

カの移設を行うものでございます。

次に、７款２項２目道路橋梁維持費、市道維持補修工事費の８,４２０万円及び７款２項３目

道路橋梁新設改良費の道路改良事業単独事業の局部改良工事７,０８０万円の事業費総額１億

５,５００万円を、市単独の経済対策費として補正しております。

次に、１２ページ、１３ページをお開き願います。７款２項３目道路橋梁新設改良費の県営道

路整備事業負担金２,１１５万９,０００円は、県道渡良初瀬線ほか１路線の事業費総額

８,７７５万円に対し、１５％の負担金１,３１６万３,０００円と、農村地域防災減災事業にか

かるため池改良工事に伴う市道拡幅分の負担金７９９万６,０００円でございます。

７款４項１目港湾管理費、県営港湾整備事業負担金１,７５５万５,０００円は、郷ノ浦港湾ほ

か２港湾の事業費総額１億３,２２１万８,０００円に対し、１２.５％から２５％の負担分でご

ざいます。

次に、１４ページ、１５ページをお開き願います。９款３項１目、石田中学校施設改修工事

１,０００万円の補正は、歳入の地方債で申し上げましたとおり、現石田中学校テニスコート用

地が石田町幼保連携型認定こども園整備の敷地となることから、石田中学校テニスコートを学校

敷地内にある旧テニスコートへ移転するため、旧テニスコートの改修を行うものでございます。

次に、１１款公債費、地方債元金繰上償還費は、地方財政法第７条の規定により、前年度繰越

金を財源に交付税措置に影響のない公営住宅建設事業債ほか１９件の繰り上げ償還を行うもので、

今回、元金１億４,１２８万７,０００円と繰り上げ償還に伴う補償金６１３万９,０００円を補

正しております。

そのほか、主要事業の詳細については、資料２に記載のとおりでございます。

以上で、平成２８年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）について説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。

〔財政課長（中上 良二君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 髙下保健環境部長。

〔保健環境部長（髙下 正和君） 登壇〕

○保健環境部長（髙下 正和君） 議案第６２号及び６３号を一括して説明をさしていただきます。
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議案第６２号平成２８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について御説

明いたします。

平成２８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５,８８９万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４億４,１３７万

６,０００円、診療施設勘定の歳入歳出それぞれ２３万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１億１,４１０万８,０００円といたします。第２項については、記載のと

おりでございます。本日の提出でございます。

２ページ、３ページをお開き願います。第１表歳入歳出補正予算については、記載のとおりで

ございます。

５ページから７ページには、歳入歳出補正予算事項別明細を記載をいたしております。

８ページ、９ページをお開き願います。２、歳入につきましては、３款１項国庫負担金として

１,９５８万３,０００円を増額しております。１０款１項繰越金は、前年度からの繰越金

３,６３９万６,０００円を増額補正いたしております。

１０ページ、１１ページをお開き願います。３、歳出、１款１項総務管理費につきましては、

納付金の算定システムの改修費等２５３万２,０００円を増額いたしております。３款１項後期

高齢者支援金並びに４款１項前期高齢者納付金等につきましては、支援金額が確定しましたので、

１８０万６,０００円、９万８,０００円をそれぞれ増額いたしております。９款１項基金積立金

につきましては、平成３０年度から国保財政が県一本化となることから、財政調整基金積立金と

して５,０００万円を増額いたしております。１１款１項償還金及び還付加算金につきましては、

前年度退職者医療に係る療養給付等交付金の精算に伴う支払基金清算返納金として３３６万

３,０００円を増額いたしております。

以上で、議案第６２号の説明を終わらしていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

続きまして、議案第６３号平成２８年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて御説明いたします。

平成２８年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,５４６万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３億８,２８３万

４,０００円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９１万

７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２,３６２万６,０００円といた
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します。第２項については、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

２ページ、３ページをお開き願います。第１表歳入歳出補正予算額については、記載のとおり

でございます。

５ページから７ページには、歳入歳出補正予算事項別明細を記載をいたしております。

８ページ、９ページをお開き願います。２、歳入につきましては、１款１項支払基金交付金と

いたしまして、前年度の介護給付費交付金の追加交付により４３１万２,０００円を増額補正い

たしております。８款繰越金につきましては、前年度繰越金を１,１８６万５,０００円増額をい

たしております。

１０ページ、１１ページをお開き願います。３、歳出、６款１項償還金及び還付加算金につき

ましては、前年度の国及び県からの介護給付負担金の清算返納金１,５９７万７,０００円を増額

補正いたしております。

以上で、議案第６３号の説明を終わらしていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

〔保健環境部長（髙下 正和君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 議案第６４号について御説明いたします。

平成２８年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）。平成２８年度壱岐市の簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによります。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０９万８,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億５,５２０万３,０００円とします。

２項は、記載のとおりです。本日の提出です。

８ページをお開きください。２、歳入ですが、４款繰入金の一般会計繰入金を９５万

２,０００円減額し、６款諸収入で工事補償金として２０５万円を追加しております。

１０ページをお開きください。３、歳出ですが、１款総務費の１目一般管理費で１０６万

８,０００円を減額し、２目施設管理費に２１６万６,０００円の追加をしております。補正の内

容は、職員の異動によります人件費の補正と、市道改良工事に伴う配水管の布設がえ工事を増額

しております。別添資料の１６ページから１７ページに内容を記載しておりますので御参照をお

願いします。

続きまして、議案第６５号について御説明いたします。

平成２８年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第１号）。平成２８年度壱岐市の下水道事

業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによります。
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歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３,２７８万７,０００円とします。２項は、記載の

とおりでございます。本日の提出です。

８ページをお開きください。２、歳入ですが、一般会計繰入金として２２０万円を追加してお

ります。

１０ページをお願いします。３、歳出ですが、１款下水道事業費の１目一般管理費で８万

５,０００円、２款漁業集落排水整備事業費１目一般管理費に２１１万５,０００円の追加をして

おります。２項１目施設整備費では予算の組み替えをしております。補正の内容は、職員の異動

によります人件費の補正をしております。

以上で、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 井戸川農林水産部長。

〔農林水産部長（井戸川由明君） 登壇〕

○農林水産部長（井戸川由明君） 議案第６６号平成２８年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予

算（第１号）について御説明申し上げます。

平成２８年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ２,６３９万５,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４,１４２万２,０００円とする。第２項は、

記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

２ページ、３ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正、歳入及び歳出の補正の款項

の区分の補正予算額等については、記載のとおりでございます。

５ページから７ページは、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を記載いたしております。

８ページ、９ページをお開き願います。まず、歳入について御説明いたします。

３款繰入金２項基金繰入金に減価償却基金繰入金として１,１８１万１,０００円増額補正をい

たしております。４款繰越金１項繰越金に前年度繰越金として１,４５８万４,０００円を追加補

正をいたしております。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳出について御説明いたします。

１款総務費１項１目一般管理費に１,９８５万９,０００円を増額補正をいたしております。主

な内容につきましては、備品購入費の１,１８１万２,０００円。これは減価償却基金繰入金を財

源として、トラクター及びラッピングマシン等の更新による費用を計上いたしております。また、

前年度繰越金を財源として、消耗品、燃料費、修繕等をそれぞれ増額補正をいたしております。

あわせて、２款基金積立金１項１目減価償却基金積立金に６５３万６,０００円を追加補正をい
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たしております。

以上で、議案第６６号について説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔農林水産部長（井戸川由明君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 中上財政課長。

〔財政課長（中上 良二君） 登壇〕

○財政課長（中上 良二君） 認定第１号平成２７年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について

御説明申し上げます。

平成２７年度壱岐市一般会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査

委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。

平成２７年度各会計決算書一般会計の１ページをお開き願います。平成２７年度壱岐市一般会

計歳入歳出決算書、歳入合計２２９億１,１０８万５,１９８円、歳出合計２２３億１,０９１万

６,４０２円、歳入歳出差引残額６億１６万８,７９６円となっております。決算内容につきまし

ては、２ページ以降に記載をしております。

５ページをお開き願います。歳入決算について、収入未済額の合計欄１０億４,１９３万

８,００３円のうち、翌年度への繰越明許費に係る国県支出金及び市債等の未収入特定財源７億

１,００２万５,０００円を差し引きますと、実質収入未済額は３億３,１９１万３,００３円とな

っております。

次に、９８ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございます。金額は

１,０００円単位で、歳入歳出差引額６億１６万９,０００円で、繰越明許費による翌年度へ繰り

越すべき財源が３,５１１万３,０００円でございますので、これを差し引いた実質収支額は５億

６,５０５万６,０００円となっております。

次に、財産に関する調書でございます。各会計決算書の後に、財産に関する調書を添付してお

ります。財産に関する調書は、平成２８年３月３１日で決算を行っております。１ページから

４ページに公有財産、５ページから６ページに物品、７ページに債権及び基金について、それぞ

れ２７年度中の増減を記載いたしております。

７ページをお開き願います。４、基金、一般会計分の決算年度末現在高を記載しております。

平成２８年３月末現在１０３億４,３８０万７,０００円で、前年より１０億４,７６５万

９,０００円の増となっておりますが、この主な内容は、特別養護老人ホーム事業特別会計の廃

止に伴い、特養ホーム事業財政調整基金、同施設整備基金の残をそれぞれ地域福祉基金、老人

ホーム事業施設整備基金に積み立てたこと等によるものでございます。

定額運用基金の運用状況は、８ページに記載のとおりでございます。

平成２７年度決算は、特に普通建設事業において水産基盤整備事業、経済対策として実施した
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市道維持補修事業、また、石田ジョギングコース設置事業などの実施により、対前年度比

１０.５％、１０億５,２００万円の増となりました。また、平成２６年度より普通交付税の段階

的縮減が始まり、平成２７年度は段階的縮減の２年目となり、３割縮減のところでございますが、

支所に要する経費の２年目の増額、また新たに合併支所の消防費、清掃費の見直しにより、対前

年度比０.１％減の９７億８,８００万円でありました。その他、地方創生に関する各種事業、ま

た合併特例債のソフト分発行残高を活用して合併振興基金へ３億６,５００万円の積み立てを行

い、後年度の財源を確保するとともに、後年度の財政負担の軽減を図るため、繰上償還１億

４,６００万円も実施をいたしました。

その他、平成２７年度の決算状況及び主要施策成果については、資料２の各会計決算概要の

７ページ以降に記載のとおりでございます。

以上で、平成２７年度一般会計歳入歳出決算認定について説明を終わります。御審議の上、認

定賜りますようよろしくお願いいたします。

〔財政課長（中上 良二君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午前11時53分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時00分再開

○議長（鵜瀬 和博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案説明を続けます。髙下保健環境部長。

〔保健環境部長（髙下 正和君） 登壇〕

○保健環境部長（髙下 正和君） 認定第２号から第４号まで一括して説明をさしていただきます。

認定第２号平成２７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明い

たします。

平成２７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項

の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でご

ざいます。

国民健康保険事業特別会計決算書の１ページをお開き願います。国民健康保険事業勘定歳入合

計５６億６,０２７万１,９７１円、歳出合計５４億５,９８３万２,０２０円、歳入歳出差引残額

２億４３万９,９５１円、直営診療施設勘定歳入合計１億１,２５３万８,０５９円、歳出合計

１億１,０１７万６,８２３円、歳入歳出差引残額２３６万１,２３６円でございます。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入に

つきましては、１款１項における国民健康保険税の決算の状況は記載のとおりであり、国保税の
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収納率は、現年度については医療費給付分、後期高齢者支援分、介護納付分を合わせまして

９５.３％となっております。前年度は９４.６６％であり、比較いたしますと０.６４％のプラ

スとなっております。滞納繰越金分については、現年度１３.７６％、前年度が１２.１％であり、

１.６６％のプラスとなっております。滞納の累計額は２億７,７７７万８９７円となっておりま

す。

１４ページ、１５ページをお開き願います。１０款１項一般会計繰入金として前年度に引き続

きその他繰入金の中で１億１５１万５,６５７円の法定外繰り入れを行っております。

歳出につきまして、２０ページ、２１ページをお開き願います。２款１項の１目から４目まで

の療養給付費、療養費、２項の高額療養費の支出済額の合計は３２億４,４２０万８,７６９円で

あります。昨年度より１億６,８１４万９,３４８円の増額となっております。４項の出産育児諸

費につきましては４０件、葬祭諸費につきましては６８件の給付件数となっております。

２８ページをお開き願います。実質収支に関する調書は、記載のとおりでございます。

３０ページから３５ページは、直営診療施設勘定の歳入歳出決算事項別明細書でございます。

公設民営で運営をいたしております勝本、湯本診療所に係るものでございます。

以上で、認定第２号について説明を終わらしていただきます。

続きまして、認定第３号平成２７年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて御説明いたします。

平成２７年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出

でございます。

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書の１ページをお開き願います。歳入合計３億

２５５万７,８９０円、歳出合計３億５４万６,２４１円、歳入歳出差引残額２０１万

１,６４９円でございます。

６ページ、７ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入につき

ましては、１款１項における後期高齢者医療保険の決算の状況は記載のとおりであり、保険料の

収納率は、現年度分については特別徴収、普通徴収合わせて９９.３９％になっております。前

年度は９９.７６％であり、比較しますと０.３７％のマイナスとなっております。滞納繰越分に

つきましては、２４.７２％の収納率になっております。滞納の累計額は２５７万６９０円であ

ります。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳出でございますが、２款広域連合納付金２億

９,７６３万５,８９１円の内訳につきましては、保険料が１億５,６３７万８,２８４円、保険基

盤安定分１億２,９９５万７,５２３円、共通経費負担分１,１３０万８４円となっております。
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以上で、認定第３号について説明を終わらしていただきます。

続きまして、認定第４号平成２７年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

御説明いたします。

平成２７年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でござい

ます。

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書の１ページをお開き願います。介護保険事業勘定歳入合

計３２億３,４６７万６３円、歳出合計３１億８,９５５万５０５円、歳入歳出差引残額

４,５１１万９,５５８円でございます。

続きまして、介護保険サービス事業勘定歳入合計２,７０２万７,６４７円、歳出合計

１,６８０万４,３８９円、歳入歳出差引残額１,０２２万３,２５８円でございます。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入に

つきましては、１款１項における介護保険料の決算の状況は、記載のとおりでございます。保険

料の徴収率は、現年度分につきましては、特別徴収、普通徴収を合わせまして９８.７９％とな

っております。前年度は９８.６％であり、比較しますと０.１９％のプラスとなっております。

滞納繰越分につきましては、６.０３％の収納率となっており、滞納の累計額は４,２８２万

７,４８８円となっております。

１４ページ、１５ページをお開き願います。歳出でございますが、２款介護給付の支出済額は

３０億４,０２７万２００円であり、介護認定者の増加や特別養護老人ホームの６０床の開設に

より、昨年度より８,８９０万２,６８９円の増加となっております。

２２ページ、２３ページをお開きを願います。この介護サービス事業勘定の決算は、地域包括

支援センターの設置による居宅支援サービス計画書の作成に係るものでございます。

２４ページ、２５ページをお開きをお願いします。歳出は、１款、２款ともそれに伴う嘱託及

び臨時職員の人件費等となっております。

以上で、認定第４号について説明を終わらしていただきます。よろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（髙下 正和君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 認定第５号平成２７年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について御説明いたします。

平成２７年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出です。
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決算書の１ページをお開きください。歳入合計８億６,５６６万３,７４５円、歳出合計８億

６,３４４万９４５円、歳入歳出差引残額は２２２万２,８００円です。

次に、２ページから３ページをお開きください。歳入の部でございますが、予算現額の合計が

８億８,３９５万４,６００円に対し、収入済額の合計が８億６,５６６万３,７４５円となってお

ります。

次に、４から５ページをお開きください。歳出を記載しております。予算現額の合計が８億

８,３９５万４,６００円に対し、支出済額の合計が８億６,３４４万９４５円となっております。

次に、６から７ページをお願いします。事項別明細書の歳入の部でございますが、ここで２款

の使用料及び手数料についてですが、１目の簡易水道使用料、水道料金でございますが、調定額

が４億３,７３１万９,６５０円に対し、収入済額が３億９,９３６万１,４６０円となっておりま

す。その内訳としまして、現年度分調定額が４億６９万９,４６０円に対し、収入済額が３億

９,４９０万８,２７０円です。滞納繰越分調定額が３,６６２万１９０円に対し、収入済額が

４４５万３,１９０円となっております。収納率で申しますと、現年度分が９８.５５％となりま

して、昨年度より０.１２％減少しております。滞納分については１２.１６％となりまして、昨

年より４.３４％増加しております。

１０から１３ページには、事項別明細書の歳出の部について、１款から４款までを記載してお

ります。１４ページには、実質収支に関する調書を記載しております。

以上で、認定５号についての説明を終わります。

続きまして、認定第６号平成２７年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について。

平成２７年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定

により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出です。

決算書の１ページをお願いします。歳入合計４億５,７００万４,４６６円、歳出合計４億

５,６６７万９,７５２円、歳入歳出差引残額は３２万４,７１４円となっております。

２から３ページをお願いします。歳入を記載しております。予算現額の合計が４億

９,８３９万９,０００円に対し、収入済額の合計が４億５,７００万４,４６６円となっておりま

す。

次に、４から５ページをお願いします。歳出を記載しております。予算現額が４億

９,８３９万９,０００円に対し、支出済額が４億５,６６７万９,７５２円となっております。

次に、６から７ページをお願いします。決算の部の事項別明細書の歳入でございます。２款の

使用料及び手数料で、１目の下水道使用料としまして、調定額が５,６０２万１,７３０円、収入

済額が５,５０３万８,３３０円です。その内訳としまして、現年度分調定額が５,５１３万

４,４００円、収入済額が５,４８０万２,３８０円、滞納繰越分調定額が８８万７,３３０円に対
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し、収入済額が２３万５,９５０円となっております。収納率で申しますと、現年度分が

９９.４％、昨年より０.２６％増加しております。滞納分は２６.５９％となりまして、昨年よ

り１５.７％増加しております。

１０から１５ページには、事項別明細書の歳出について、１款から３款までを記載しておりま

す。１６ページには、実質収支に関する調書を記載しております。

以上で、認定第６号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 堀江市民部長。

〔市民部長（堀江 敬治君） 登壇〕

○市民部長（堀江 敬治君） 認定第７号平成２７年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳

入歳出決算認定について御説明を申し上げます。

平成２７年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条

第３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提

出でございます。

本特別会計は、平成２７年１０月１日より特別養護老人ホームを民営化したことに伴い、平成

２７年度をもって廃止となっております。したがいまして、平成２７年４月から９月までの施設

運営と、これまで特別会計の収益をもって積み立ててまいりました基金の整理をいたしておりま

す。

決算書の１ページをお開き願います。歳入の合計８億１,３６７万１,９２６円、歳出の合計

７億４,１２１万４,０９４円、差引残額が７,２４５万７,８３２円となっております。この残額

につきましては、平成２８年度一般会計で受け入れを処理しております。

次に、６ページから７ページをお開き願います。事項別明細書でございます。まず、歳入の主

なものでございますが、１款介護サービス収入１項１目介護サービス費の１億８,５０１万

２５２円ですが、これは施設介護サービス、短期入所者介護サービス、通所介護サービスに係る

長崎県国保連合会からの収入でございます。また、２目利用者負担金収入の３,１３０万

１,３４５円ですが、各サービスの利用者負担金でございます。

次に、７款繰入金１目基金繰入金の５億５,２００万６５１円ですが、老人福祉施設整備基金

及び財政調整基金からの繰入金でございます。なお、この繰入金につきましては、同額を一般会

計へ繰り出し、老人ホーム施設整備基金及び地域福祉基金へ積み立てております。

次に、１０ページから１１ページをお開き願います。歳出の主なものでございますが、１款介

護サービス事業費全体で７億４,１０７万７,８８７円であります。その中で、１項施設介護サー

ビス事業費で９,７９５万２,７０１円の不用額が生じておりますが、この主なものは、介護員等
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臨時職員の半年分の人件費等でございます。なお、正規職員及び嘱託職員については、３月補正

にて減額をいたしております。

最後に、１４ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございます。歳入歳出差し引

きいたしまして、実質収支額は７,２４５万８,０００円でございます。

以上で、認定第７号についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔市民部長（堀江 敬治君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） 認定第８号平成２７年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算

認定について御説明を申し上げます。

平成２７年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でござい

ます。

決算書の１ページをお願いいたします。歳入合計でございますが１億２,４９２万８,６１１円、

歳出合計は歳入と同額でございます。歳入歳出差引残額はゼロでございます。

２ページ、３ページをお願いいたします。歳入でございますが、予算現額は１億３,４１７万

１,０００円、収入済額は１億２,４９２万８,６１１円でございます。

４ページ、５ページをお開きください。歳出でございますが、予算現額は１億３,４１７万

１,０００円、支出済額は１億２,４９２万８,６１１円でございます。

次に、６ページ、７ページをお願いします。歳入歳出決算の事項別明細書でございますが、

１款の使用料および手数料でございますが、収入済額２,３１５万３,７９６円となっております。

平成２７年度の乗船客数などでございますが、乗客が５万９,７８２人、また車両が１,０９９台

で、平成２６年度に対しまして、乗客は１,３５１人の減、車両は２７９台の増でございます。

主な理由でございますが、過年度と比較しまして、三島における公共事業の増加に伴い、工事車

両の輸送分の使用料が増加しましたが、島内の人口については年々減少しておりまして、フェ

リーみしまの利用は減少をしております。

２款の国庫支出金でございますが、予算現額の４,９４１万６,０００円に対し、収入済額が

４,９４１万６,０６７円となっております。国庫補助金の算定に当たっては、実質収支差見込額

に効率化係数を乗じた額を補助対象経費として、その２分の１が補助される標準的な事業経費等

を前提とした事前算定方式となっております。

３款県支出金でございますが、予算現額１,３７８万６,０００円に対し、収入済額

１,１７９万６,４８９円で、１９８万９,５１１円の減となっております。県補助金の算定に当
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たりましては、実質収支差見込額から国の補助金を控除した２分の１の額となります。

次に、２７年度の繰入金は、予算現額５,００８万１,０００円に対し、収入済額が

４,０４６万９,２６１円となっておりまして、９６１万１,７３９円の減となります。

次に、前年度繰越金及び預金利子については、該当がございません。

雑入でございますが、予算額９万７,０００円に対し、収入済額９万２,９９８円でございます。

これは公衆電話使用料、自動販売機設置料に係る雑入金収入であります。

歳出につきましては、８ページから９ページに記載をいたしております。１款運航費１項運航

管理費１目一般管理費１３節の委託料１４１万８,７０１円でありますが、これは主に乗船券等

販売委託料及び待合所施設管理業務の費用でございます。１款運航費１項運航管理費２目業務管

理費の１１節需用費３,１８０万４,７３７円の内訳で主なものは、燃料費１,３９１万

７,４９０円、修繕料１,７５９万４,５６１円です。燃料費は、年間１５万６,０００キロリット

ルの消費量に対する費用でございます。修繕料につきましては、中間検査費用、ドック費用、機

関部の小修繕の費用でございます。１３節委託料４３２万円は、陸上作業業務の委託料、フェ

リーの綱とりの委託費及びフェリーみしまにおけるガソリン輸送に係る改修設計業務委託費でご

ざいます。ガソリン運送につきましては、車両甲板倉庫を利用して、認可用機での運送を計画し

ております。現在、車両甲板倉庫の改修は完了しておりますが、今後、防爆用通風器の設置が完

了し次第、運輸局への認可申請を進めてまいりたいと思っております。

１０ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入歳出いずれも１億

２,４９２万８,０００円となっておりまして、歳入歳出差引額はゼロ円になります。

以上で、認定第８号平成２７年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認定につきまして

説明を終わらしていただきます。御審議の上、認定いただきますようよろしくお願いをいたしま

す。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 井戸川農林水産部長。

〔農林水産部長（井戸川由明君） 登壇〕

○農林水産部長（井戸川由明君） 認定第９号平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出

決算認定について御説明申し上げます。

平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でござい

ます。

１ページをお開き願います。歳入歳出決算書でございます。歳入合計１億４,４２７万

４,８０７円、歳出合計１億２,９６８万９,４９２円、歳入歳出決差引残額１,４５８万
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５,３１５円でございます。

２ページ、３ページをお願いいたします。歳入でございますが、予算現額は１億４,６１９万

５,０００円に対しまして、収入済額１億４,４２７万４,８０７円でございます。

４ページ、５ページをお開き願います。歳出でございますが、予算現額１億４,６１９万

５,０００円に対しまして、支出済額１億２,９６８万９,４９２円でございます。

次に、６ページ、７ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。まず、

歳入の部でございますが、１款使用料及び手数料１項１目機械使用料でありますが、調定額

６,６０４万４,９６１円に対しまして、収入済額６,５９３万６,７４３円であり、収入未済額は

１０万８,２１８円でございます。収納率で申しますと、９９.８％でございます。

３款繰入金１項１目一般会計繰入金につきましては、一般会計より４００万３,０００円の繰

り入れを行っております。また、２項１目減価償却基金繰入金につきましては、トラクター等の

購入のため５７６万６,１２０円の基金繰り入れを行っております。４款繰越金につきましては

１,９４５万４,２６９円、平成２６年度の決算残額を繰入金といたしております。５款諸収入

２項１目雑入２８万８,９７７円につきましては、雇用保険料の個人負担分２５万２,５７７円、

コイン式洗浄機使用料の３万６,４００円でございます。また、３項１目受託事業収入

４,８８２万５,６９８円になっております。収入合計１億４,４２７万４,８０７円でございます。

８ページ、９ページをお開き願います。次に、歳出でございますが、１款総務費１項１目一般

管理費に１億２,１９２万８,４９２円、２款基金積立金１項１目減価償却基金積立金として

７７６万１,０００円の積み立てを行っております。支出合計といたしましては、１億

２,９６８万９,４９２円でございます。

次に、１０ページをお願いします。実質収支に関する調書でありますが、歳入歳出差し引きま

して、実質収支額は１,４５８万５,０００円でございます。

以上、認定第９号について説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。

〔農林水産部長（井戸川由明君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 認定第１０号平成２７年度壱岐市水道事業会計決算認定について御

説明申し上げます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、平成２７年度壱岐市水道事業会計決算を別紙

監査委員の意見を付して議会の認定に付するものです。本日の提出です。

決算報告書の２ページをお開きください。収益的収入及び支出についてですが、第１款の水道

事業収益としまして、予算額が１億８,７３９万１,０００円、決算額が１億７,９５７万
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４,７９６円となっております。

次に、支出ですが、第１款の水道事業費用の予算額が１億６,０６４万１,０００円、決算額が

１億６,０２６万１,０４３円となっております。

４から５ページをごらんください。資本的収入及び支出ですが、第１款の資本的収入としまし

て、予算額２５１万４,０００円に対しまして、決算額が２５１万４,０６５円となっております。

これは、道路改良工事などによります工事負担金を収入として計上しております。

次に、資本的支出としまして、予算額が３,０３５万５,０００円に対しまして、決算額が

３,０１８万４４７円、不用額が１７万４,５５３円となっております。この不用額は、建設工事

などの入札執行残でございます。

続きまして、６ページをお願いします。損益計算書です。営業収益が１億４,１１７万

５,２２０円、営業費用が１億４,４９８万４,０７３円、営業損失が３８０万８,８５３円、営業

外収益が２,７１６万７,１１６円、営業外費用が４９７万５,９１０円、経常利益は１,８３８万

２,３５３円となっております。当年度純利益は１,８３８万２,３５３円となりましたので、当

年度未処分利益剰余金は１,８３８万２,３５３円でございます。

８から９ページをお願いします。剰余金計算書、１０ページには剰余金処分計算書、１２から

１３ページには貸借対照表、１５ページからは事業報告書などを記載しております。

水道料金の収納率は、現年度分が９７.０９％となり、昨年より０.６％増加しております。ま

た、滞納分については１０.３６％で、前年度より０.１６％減となっておりましたので、引き続

き徴収対策の強化に努めてまいります。

以上で、説明を終わります。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） ここで監査委員より財政健全化判断比率及び資金不足比率審査と決算審

査の報告を求めます。吉田代表監査委員。

〔代表監査委員（吉田 泰夫君） 登壇〕

○代表監査委員（吉田 泰夫君） それでは、決算審査の報告をいたします。

平成２７年度壱岐市各会計決算関係及び公営企業、これは水道事業会計の決算、基金運用状況

並びに財政健全化判断比率、資金不足比率について、市長より提出を受けました決算書類に基づ

き審査を実施いたしました。その結果の意見書を提出をいたしましたので、その内容について御

報告をいたします。

なお、意見書の数値は決算書決算統計数値により、また、審査の概要など記載しておりますの

で、意見書のほうをお目通しをいただければと思います。なお、意見書はそれぞれの日程の報告、

認定の後ろに添付してありますので、よろしくお願いをいたします。
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それでは、議案日程の順序に従いまして、最初に、報告第１３号平成２７年度壱岐市財政健全

化判断比率及び資金不足比率について、意見書の２ページをお開きを願いたいと思います。

第３の審査意見として述べております。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率のいずれにおきましても、早期健全化基準を下回った数字でございます。また、資

金不足もなく、平成２７年度における本市の財政状態は良好であると判断することができます。

なお、先ほど説明にありましたように、この要因としては、病院事業が長崎県病院企業団に移

譲されたことによります将来負担、あるいは、公債比率等が減少したというのが主な要因でござ

いますが、下に書いておりますように、今後は普通交付税等の関連、そして、合併特例債等の償

還がまいりますので、将来的には公債比率等の上昇が懸念されるという内容も含んでおると思わ

れます。

次に、認定第１号から第９号関係の平成２７年度壱岐市一般会計各特別会計決算及び基金運用

状況について、意見書の５４ページをお開きをいただきたいと思います。

第５、審査意見といたしまして、審査に付された各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支

に関する調書、財産に関する調書及び資金運用状況調書は、法令等に準拠して作成されており、

決算係数は関係諸帳簿及び証拠書類と照合の結果、適正に表示されているものと認められます。

なお、財産に関する調書で、（２）の債権の中の災害援護資金貸付金１件、高等学校奨学資金

貸付金２件は、長期の固定化となっておりますので、回収に努力をお願いします。

次に、基金運用状況調書の中で、災害資金貸付金、奨学資金運用基金に償還金の延滞が発生し

ているので、これについても回収に努力をお願いしたい。

また、次のとおり事務等の執行につきまして、一部不適正な処理が見受けられましたので、改

善整備に努めていただきたいということで。

１、工事施工に伴う事務手続についてと。（１）です。芦辺小学校校舎改築工事設計業務委託

で、平成２８年３月末までの契約、これ契約変更分を含む期間でございます、となっていたが、

建築確認申請は４月１１日になされ、建築許可がおりるものとして完成検査調書が作成するなど、

また、県よりの手直し事項も指示されている中、手続が完了する前に設計業務管理委託料の支払

いがなされるなど、極めて不適切な処理となっております。今後は的確な事務処理の励行、不測

の事態への対応など、適切な業務処理の徹底を図るよう、改善整備を図っていただきたいと思い

ます。

（２）壱岐市小中学校消防設備工事改修工事で、業者１社の参考見積もりを徴求し、工事設計

書を作成し入札が行われておりますが、入札の結果、入札価格に大幅な価格差が発生していると

いう状況でございます。今後は建設課等の専門知識の職員の協力及び参考見積書の徴求方法、業

者の選定等について検討の上、より適正な入札等が行われるよう改善を図っていただきたいと思
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います。

２、未収金につきましては、収入未済額６億９,８１２万円、前年度より２,８００万円ほど減

となっておりますが、不納欠損もございますので、より回収に努めていただいて債権の健全化を

図っていただきたいと思います。

３番目に、財政状況は次のとおりであり、地方税交付金を含め、市税等の自主財源の確保など

に対策を進める必要があるということで述べておりますが、財政力指数、経営収支比率等につき

ましては、前年とほとんど変わりはございませんので、今後も財政力の強化に努めていただきた

いという内容でございます。

次に、認定第１０号の壱岐市水道事業会計決算、公営企業会計の意見書の３ページをお開きを

願いたいと思います。

第４の審査意見、審査に付された決算報告書、財務諸表及び決算附属書類は、法例及び公営企

業会計基準の原則に従って適正に表示されているものと認められます。

２の水道料金未収金につきましては、９９４件、４,２１８万９,０００円、このうちの未納額

は、１０万円以上が８７件、３,５６８万円となっておりますので、回収努力をしていただくと

もに、債権の健全化に努めていただきたいと思います。

以上で、決算審査の報告を終了いたします。

〔代表監査委員（吉田 泰夫君） 降壇〕

────────────・────・────────────

日程第２８．議案第６７号

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第２８、議案第６７号壱岐市教育委員会教育長の給与の特例に関す

る条例の制定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 議案第６７号壱岐市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の制定

についてを御説明を申し上げます。

壱岐市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でござ

います。

提案理由でございますが、壱岐市立小中学校消防用設備改修工事に係る入札執行事務不適正処

理及び、壱岐市立芦辺小学校校舎改築工事設計業務に係る完成払い支出負担行為等、事務不適正

処理に伴い、その一連の事務処理の不手際に関し、教育委員会事務局を統括し職員を指揮監督す

る立場にある教育長の責任を明確にするために、地方公務員法第２９条第１項第２号の規定によ

る懲戒処分として、教育長の現行の給料を３カ月間１０分の１に減額するものであります。
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処分決定に至ります経過といたしましては、当該事案が懲戒処分に該当すると思われたことか

ら、壱岐市教育委員会より壱岐市文言懲戒審査委員会に対して、処分についての諮問がなされま

した。７月１６日に壱岐市立小中学校消防用設備改修工事に係る入札執行事務不適正処理につい

ての諮問を、８月８日に壱岐市立芦辺小学校校舎改築工事設計業務に係る完成払い支出負担行為

等事務不適正処理についての諮問がなされ、壱岐市文言懲戒審査委員会は８月２２日審査、同日、

教育委員会及び壱岐市長に対して処分案を答申。これを受けまして、壱岐市教育委員会及び壱岐

市長による処分決定を行ったところであります。対象職員に対する処分につきましては、現在の

それぞれの所属に従い、壱岐市教育委員会教育委員長及び壱岐市長から、本日、午前８時４０分

に処分書の交付を行い、再発防止に万全を期すよう指導したところであります。

なお、教育長への処分として、給料の減額を決定しておりますが、教育長の給料月額が条例で

規定されておりますことから、その処分の効力を実施させるため、今回、教育長の給与の特例に

関する条例の制定をお願いするものであります。

また、現教育長が地方公務員法の適用を受けることにつきましては、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の一部を改正する法律の施行前から在職する現教育長について、現在、経過措

置の適用を受けておりますことから、懲戒処分を行うとするときは、改正前の法律第２２条によ

り地方公務員法の定めるところによるとされているところであります。この解釈につきましては、

文部科学省に確認済みであります。

次に、処分量定の判断につきましては、消防設備工事改修工事の入札執行事務と芦辺小学校改

築工事設計業務と、２つの事案を対象としておりまして、どちらも事務処理不適正に伴う教育委

員会部局のトップとしての管理監督責任を問い、処分内訳的には、消防設備改修工事の入札執行

事務について減給１０分の１の１カ月、芦辺小学校校舎改築工事設計業務について減給１０分の

１の２カ月と判断し、合計減給１０分の１の３カ月としたところであります。

それでは、条例の説明をいたします。

次のページをお開きください。第１条、この条例は、壱岐市教育委員会教育長の給与、勤務時

間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例附則第２項の規定により、なお、その

効力を有するものとされる同条例による改正前の壱岐市教育委員会教育長の給与、勤務時間、そ

の他の勤務条件に関する条例に規定する教育長の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものと

する。

第２条、教育長の給与の額は、平成２８年１０月から平成２８年１２月までの間にかかるもの

に限り、旧壱岐市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に該当する条例第３条

の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に１００分の１０を乗じて得た額を減じた額

とする。現行の給料月額が５７万６,０００円、その１０分の１は５万７,６００円でございます。
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附則といたしまして、この条例は平成２８年９月２日から施行しようとするものでございます。

今回は、教育委員会部局でこのような事案が発生したわけでございますが、繰り返し起こる事

態について重く受けとめ、深くお詫びを申し上げる次第でございます。また、市民皆様の信頼回

復に向け、全職員一丸となって努力してまいりますとともに、再発防止に全力で取り組んでまい

ります。

以上で、議案第６７号の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。牧永護議員。

○議員（１４番 牧永 護君） 芦辺小学校改築工事設計業務については、監査委員の報告、市

長の報告等ありました。私は、議会として総務委員会で調査すると言われておりましたので、市

民にもそういうふうに伝えております。総務委員会で調査された報告を、総務委員会から報告を

受けて採決に臨みたいと思いますし、一考願いたいと思います。

○議長（鵜瀬 和博君） ほか、質疑ありませんか。音嶋正吾議員。

○議員（４番 音嶋 正吾君） 条例の提案趣旨は市長のほうからございましたんで申し上げます

が、代表監査委員から重大な発言がございました。確認申請の提出をされたのは４月１１日とい

うふうに報告をされましたね。前回、私は教育総務課長に確認をいたしました。これも議事録に

載っております。５月１２日と私には報告を受けております。県は、これは何で確認されたか、

私は明確に示していただきたいなと思うんですね。食い違いがございます。県に申請が出されま

す。申請の主は壱岐市長、白川博一氏であります。そして、３５日間したら回答を出さなけりゃ

なりません、審査をする過程が。それで、ここで申し上げます。どうも５月、私は、１２日のほ

うが正解ではないかなというふうな感じがあります。消防署に確認申請書が行ったのは５月

１９日であります。余りにも４月１１日からすると、そこまで県はストップはかけないんじゃな

いかと。要するに、申請者の側に瑕疵があった場合は、その期間は３５日以内にカウントしない

ということは、これは県のほうからお聞きをしております。この４月の１１日と５月の１２日、

約１カ月間のずれがあります。これはどちらが本当なのか。そこら辺をひとつ監査委員のほうで

精査をしていただきたいと。そうしないと、ちょっと審議がしにくいというふうに考えておりま

す。

以上です。

○議長（鵜瀬 和博君） 吉田代表監査委員。自席からでいいです。

○代表監査委員（吉田 泰夫君） ただいまの質疑に御回答を申し上げます。

一応書類等の確認は万全にしておりませんが、状況調査の中で口頭の証拠として採用しており
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ますので、そこのところは再度確認をいたしてみたいと思いますので、よろしくお願いを申し上

げます。

○議長（鵜瀬 和博君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第６７号については、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託

を省略したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） 異議なしと認めます。よって、議案第６７号については……。（発言す

る者あり）失礼いたしました。牧永議員の質疑に対して、理事者の答弁を求めます。白川市長。

○市長（白川 博一君） 消防設備工事の入札については、議会総務文教厚生常任委員会の調査が

完了しているけれども、芦辺小学校校舎改築工事設計業務については、議会の調査が終わってい

ない、処分決定するのは時期尚早ではないか、調査はどのように行ったのかという御質問でござ

います。芦辺小学校校舎改築工事設計業務につきましては、議会総務文教厚生常任委員会の調査

が始まっておりませんけれども、監査委員から平成２７年度一般会計特別会計決算審査に基づく

審査報告が行われ、審査意見をいただいておりますので、今回の２事案について、決算審査に基

づく審査意見を参考に、独自調査を文言懲戒審査委員会事務局で行いまして、関係職員に対する

聞き取り調査、８月１２日と８月１８日に両日行っておるわけでございますけれども、及び、資

料請求の結果を文言懲戒審査委員会で報告し、審査を行ったところであります。

○議長（鵜瀬 和博君） 牧永議員。

○議員（１４番 牧永 護君） 私がお聞きしてるのは、市長の答弁じゃなくて、議会として調

査がまだ十分なってないのに、この案件を採決していいのかということで議会のほうに申し上げ

ております。

○議長（鵜瀬 和博君） それは、牧永議員、動議ということで。

○議員（１４番 牧永 護君） はい。動議と言いませんでした。動議と訂正します。

○議長（鵜瀬 和博君） ただいま牧永議員のほうから採決につきまして、総務文教厚生常任委員

会の報告を受けて採決するほうが望ましいのではないかという動議が提出をされました。賛成者、

どなたかいらっしゃいますか。

〔賛成者挙手〕

○議長（鵜瀬 和博君） この動議は、１人以上の賛成がありますので、成立をいたしました。

それでは、ただいまの牧永議員の動議に対しまして、質疑を受けたいと思います。質疑ありま

せんか。６番、町田正一議員。
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○議員（６番 町田 正一君） 実は、議会運営委員会でも、今、牧永議員と同じようなことを私

も執行部に対して質問したんですが、基本的に懲戒権が、懲戒権は別に議会は、職員の懲戒権と

いうのは議会には付与されておりません。特別職の、市長に対する不信任とか、そういうことに

対してはあるんですが、例えば、これで議会ができることは、これはもうちょっと余りにも軽過

ぎるとか、そういうことでその議案が否決されるとか、可決されるとか、そういうことは議会は

できるわけですけれども、基本的に懲戒権が議会が付与されていない以上、執行部が提案される

事案については、議会は可決するか、否決するかのどちらかでしかないと私は思って、この前の

議会運営委員会でも、そこのところはきちんと市長のほうからなぜこういう経過で説明されたか

と、懲戒に至った理由をきちんと議会で述べて、その中で採決を求めるようにという形に、今回、

議会運営委員会として提案さして、議会運営委員会としてはそのように結論を出しております。

また、引き続きこの総務委員会でも、きょうも含めて、早速この調査のほうに入るわけですが、

基本的には、その事案が非常に、財務規則に関して違反であるとは、もう基本的に懲戒しておる

わけですから、財務規則に基本的に違反してるのは間違いないということで懲戒されたんだと私

も考えております。あとは、その懲戒の処分がどのくらい妥当かどうかということだけを議会は

審査決定すればいいだけだと私は思っておりますので、その調査とこの懲戒については、議会は

ここで、僕は採決して結構だと思っております。

○議長（鵜瀬 和博君） 音嶋議員。

○議員（４番 音嶋 正吾君） 私は、このいわゆる条例、議案を提案するに至ったその根本とい

うのを正すのが、議会としての本来の使命であると思います。議決は当然せねばいけません。そ

して、いわゆる懲罰委員会ですかね。市長もその教育委員会の意見を受けて、こうして条例を提

案をされております。なぜこの条例を上程されたのか、その根本は何ら明らかにされていないと

私は思います。十分その結果を踏まえた上で、我々は採決をすべきではないかと考えておるわけ

であります。今お尋ねをいたしましたところ、監査委員からの指摘において、その重みを感じ、

こうした条例制定に至ったというようなことでありましたので、議会としても独自で調査する必

要があるというふうに私は考えております。

○議長（鵜瀬 和博君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 音嶋議員がおっしゃった、どうしてこの条例を出したのかと。それは、

先ほど申しますように、条例で教育長の給料が決まっているから、それを減額するには条例を制

定しなければいけないと、この理由でございます。まずそのことを御説明を申し上げまして。

それから、先ほど町田議員おっしゃいましたように、処分の権限は私にございます。処分をい

たしました。しかし、処分いたしましたけれども、その処分書を、まあこれ教育委員長が執行を

したわけでございますけれども、条例がないのに、その処分書は効力を有さないわけでございま
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す。したがいまして、１０分の１の３カ月を処分するという処分書を、辞令を教育委員長が教育

長に交付いたしました。しかし、この条例が可決されなければ、教育長の給与を減額することが

できないわけでございます。どういたしましょうか。私たちはこのようにしたいと思いますけど、

条例をつくってくれませんか、いただけませんかということではないわけです。処分いたしまし

た。つきましては、ある意味、追認のような形になりますけれども、条例でそのことをお認めく

ださいというのが今回の条例提出の理由でございます。どうぞ議員の皆様には御理解をいただき

まして、可決をいただきますようにお願いを申し上げます。

○議長（鵜瀬 和博君） ただいま、ちょっと議事が交差をしております。今は、この議案に対し

ての音嶋の質問に対しての答弁を白川市長が答えていただいたと。今は、採決延長の動議が、今、

牧永議員から提出をされまして、その内容につきまして質疑を受けております。牧永議員の動議

に対して質問ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） それでは、牧永議員の採決延長の動議につきまして、この議案に関係す

ることでございますので、直ちに日程に追加をさしていただいて、採決延長の動議を議題とした

いと思います。

それでは、反対討論、討論ありませんか。

それでは、ここで暫時休憩をします。

午後２時03分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時22分再開

○議長（鵜瀬 和博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案審議を続けます。

採決延長の動議を議題としておりますので、これから討論を。討論ありませんか。１１番、中

田恭一議員。

○議員（１１番 中田 恭一君） 私は採決延長の議案に対しまして、反対の意見として討論をい

たします。

今出されております教育長の処分については、処分の権限は執行部がといいますか、市長にあ

るわけでございまして、処分は処分として執行部でやっていただいて、この内容については、議

会としてまだまだ調査する必要があると思いますので、総務委員会なり、ほかの委員会でもいい

ですから、とにかく原因等追求して、二度ととはいいません。一度、二度起こっておりますので、

三度、四度と同じことが繰り返さないように、議会としては十分調査をして、執行部への提言を

するべきと思っておりますので、処分は処分として執行部にやっていただき、我々は我々として
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我々の立場で調査をして、その旨、執行部へするのが筋ではないかと思っておりますので、延期

ではなく、本日、決をとったらよろしいと思っております。

○議長（鵜瀬 和博君） 賛成討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） ほか、討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） 討論なしと認めます。

この採決は、起立によって行います。この動議のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。

〔賛成者起立〕

○議長（鵜瀬 和博君） 起立少数です。したがって、採決延長の動議は否決されました。

引き続き、議案第６７号に移ります。議案第６７号については、会議規則第３７条第２項の規

定により、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） 異議なしと認めます。よって、議案第６７号については委員会付託を省

略することに決定いたしました。

これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） 討論なしと認めます。

これより起立によって採決します。決定することに賛成の方は御起立をください。

〔賛成者起立〕

○議長（鵜瀬 和博君） 起立多数です。よって、議案第６７号壱岐市教育委員会教育長の給与の

特例に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。

ここで、久保田教育長から発言の申し出があっておりますので、これを許します。久保田教育

長。

〔教育長（久保田良和君） 登壇〕

○教育長（久保田良和君） 大変御迷惑をおかけしております。教育委員会の事務局を預かる長と

しての管理監督の不行き届きが招きました今回の不適正な事務処理について、深く反省をすると

ともに、心よりお詫びを申し上げます。今後は教育委員会の業務が適正に遂行できますよう、職

員のモラルを高めるためにも、私自身が気持ちを引き締めて研さんに努める覚悟でございます。

今回のような不手際を再び起こさないよう、職員と力を合わせて教育委員会業務の信頼回復に努

めてまいります。議会を初め、市民の皆様に大変御迷惑をおかけしたことを改めてお詫びを申し
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上げながら、決意とさせていただきます。御迷惑をかけました。

〔教育長（久保田良和君） 降壇〕

────────────・────・────────────

日程第２９．要望第１号～日程第３０．要望第２号

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第２９、要望第１号壱岐・唐津３０Ｋｍの海底送電線の早期着工の

要望及び日程第３０、要望第２号男岳神社駐車場トイレの新設についての要望の２件を議題とし

ます。ただいま上程しました要望第１号及び要望第２号につきましては、お手元に写しを配付し

ておりますので、説明にかえさしていただきます。

────────────・────・────────────

○議長（鵜瀬 和博君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。

次の本会議は、９月７日水曜日午前１０時から開きます。

市民の皆様におかれましては、台風１２号が近づいております。台風情報に十分注意をされま

して、早めに接近に備えてくださいますようお願い申し上げます。

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。

午後２時28分散会

──────────────────────────────


